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◎ 議 事 日 程 

 

令和６年６月１０日（月） 午前９時開議 

 

 議事日程第３号 

   日程第１   一般質問 

   日程第２   議案の審議、採決 

     議第４１号  河北町課制条例の一部を改正する条例の制定について 

     議第３９号  令和６年度河北町一般会計第１回補正予算について 

     議第４０号  令和６年度河北町水道事業会計第１回補正予算について 

     議第４２号  河北町町税条例の一部を改正する条例の制定について 

     議第４３号  河北町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

   日程第３   議員の派遣 

   日程第４   閉会中の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する調査の許可 

 追加議事日程第１号 

   日程第１   議案の上程 

     議第４６号  令和６年度河北町一般会計第２回補正予算について 

   日程第２   提案理由の説明 

   日程第３   議案の審議、採決 

     議第４６号  令和６年度河北町一般会計第２回補正予算について 

閉  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第３号のとおり 

 

◎ 開   議 

午前９時 

○丹野貞子議長 おはようございます。 

   本日の欠席通告議員は８番佐藤修二議員で

あります。 

   ただいまの出席議員数は13名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日の議事日程はお手元に配付のとおりで

あります。 

○丹野貞子議長 日程第１、一般質問を行います。 

   一般質問の時間は、答弁を含めて60分であ

ります。終了５分前に振鈴で知らせ、60分で

打ち切ります。 
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   本日は、４番東海林信弘議員からでありま

す。 

   ４番東海林信弘議員の一般質問を行います。 

   「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） おはようございます。 

   それでは、６月定例会に向けた一般質問を

行わせていただきます。 

   質問事項の１は、町の医療機関の維持、承

継についてお伺いいたします。 

   西村山地域医療提供体制について、令和６

年３月末に県と寒河江市は統合再編に向け基

本合意書を取り交わし、５月21日には県と寒

河江市との協議会を設置し、新病院基本構想

の令和６年度内に策定を目指し、検討スケジ

ュールなど確認されています。県によれば令

和７年３月にも基本構想をまとめ、令和７年

度には具体的な事項を掲げた基本計画の策定

作業を進め、基本構想に盛り込む診療機能や

運営体制、立地条件の方向など議論を深めて

いくとされています。 

   令和６年度、森谷町長の施政方針の中には、

深刻な医師不足により弱体化が進行している

地域医療については、村山地域、西村山地域

の地域医療を確保していく上で、基幹病院と

しての県立河北病院の重要性は今後とも不変

であり、町民、利用者が良質な医療が受けら

れる医療の確保、将来に希望をつなぐ持続可

能な医療提供体制の確立に向けて、今後とも

検討し、協議に最善を尽くして臨んでいくと

ありました。 

   町民が良質な医療を受けられる医療の確保、

将来に希望をつなぐ持続可能な医療提供体制

の維持継続などが重要であると思うところで

す。 

   西村山地域医療提供体制の構築による新病

院の設置場所なども非常に重要とは感じてい

るところですが、町は町として安全・安心に

暮らせるように、町民が良質な医療を町内で

継続して受けられるよう、町の医療機関の維

持や承継が非常に重要ではないのかと、安心

なまちづくりをしていかなければならないの

ではないかと思うところです。 

   町内の医療機関を見てみると、医師の高齢

化や医業承継が困難なケースも出てきてしま

うのではないのか、町全体の医療機関の存続

が困難になってくるのではと危惧していると

ころです。 

   米沢市の例を挙げてみると、令和６年５月

より米沢市内で新規開業もしくは医業承継を

した小児科医を対象に、診療所開設費などを

補助する事業の申請の受付を始めたそうです。

診療を10年以上継続見込みであること、市医

師会加入や市の健康福祉関連事業への積極的

な参加など一定の要件があるようですが、最

大1,000万円を補助するとされています。補助

対象は、診療所や駐車場の新設・取得・改修、

医療機器の購入、診療所の運営費などが対象

だそうです。 

   米沢市の健康課の方にお伺いしたところ、

「米沢市内の開業医に関しては全体的に高齢

化が問題となっておりますが、その中でも特

に小児科については喫緊の課題となっている

そうです。現在、市内には小児科の診療所が

４か所ありますが、いずれの診療所の医師も

高齢であり、何も対策をしなければ数年後に

は市内から小児科がなくなってもおかしくあ

りません」との回答でした。 

   米沢市立病院と三友堂病院は令和５年に開

院し、米沢市立病院は重症患者さんの受入れ

や急性期医療を担い、三友堂病院側は回復期

医療を担う隣接された病院になっています。 

   米沢市立病院の小児科についてもお伺いし

たところ、「小児科はあるんですが、同病院は

紹介受診重点医療機関として紹介患者を中心

とした診療を行う施設であるため、かかりつ

け医として市民の皆さんの身近なところで地
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域医療を支える開業医とは役割が異なります。

そのため、今回はまず市民からの要望の多い

小児科を対象とした補助金制度を創設しまし

た。ほか診療科に関する支援についても今後

検討していきたいと考えております」との回

答をいただきました。 

   西村山地域医療提供体制の確立も非常に重

要なことではありますが、町の医療機関を維

持向上させ、安定的な承継を手助けしていく

ことが安全・安心なまちづくりになっていく

のではないでしょうか。 

   そこで、質問要旨の１は、町の医療機関の

維持、承継に対して支援補助などの考えにつ

いてお伺いいたします。 

   質問事項の２は、中学校の部活動における

地域移行についてお伺いいたします。 

   学校教育の一環として行われる部活動は、

生徒同士や生徒と教員などと好ましい人間関

係の構築を図ったり、自己肯定感を高めたり

するなど教育的意義が大きい活動で、スポー

ツを通した交流や、より高い水準の技能や記

録に挑戦する中で、スポーツの楽しさや喜び

を味わい、豊かな学校生活を経験する活動で

あるとともに、体力の向上や健康の増進にも

極めて効果的な活動と言われています。 

   少子化や競技人数の問題などにより、学校

単位では部活動として成り立たなくなってき

た競技などについて、総合型地域スポーツク

ラブなどの団体が受皿となって活動していま

した。また、教員の負担軽減など、働き方改

革の流れが部活動の地域移行を後押ししたも

のと言われています。 

   県と各市町村担当者が出席し、部活動の地

域移行の現状や課題を共有した会議が５月22

日に実施されたと新聞報道がありました。報

道によれば、令和５年度、県内の部活動の約

３割で休日の地域移行が進んでいるとされて

いますが、生徒数が少なく単独での移行が困

難な場合の対応や指導者の確保など課題は山

積しているようです。また、活動事例などの

提供や地域の実情に応じた助言などを通じて

後押しをするために、学校部活動及び新たな

地域クラブ活動の在り方に関する方針、仮称

ですが、それを策定しようとしています。 

   町でも、３月定例会の同僚議員の一般質問

に対して、各種スポーツ、文化団体、保護者

代表、教育委員会と協議を進め、令和６年度

中に部活動改革のガイドラインを策定し、令

和８年度からの完全実施を目指すとされてい

ます。また、部活動や地域クラブ、生徒をつ

なぐコーディネーターの配置を令和６年度中

に配置の予定と答弁されていました。 

   そこで質問要旨の１は、部活動と地域クラ

ブ、生徒をつなぐコーディネーターは配置さ

れたのか、また部活動改革ガイドラインの進

捗状況と地域移行の課題などについてお伺い

いたします。 

   以上、再質問を留保し、質問を終わります。 

○丹野貞子議長 ４番東海林信弘議員の一般質問

に対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   ４番東海林信弘議員の一般質間にお答えい

たします。 

   最初に、町の医療機関の維持、承継につい

てお答えいたします。 

   １点目、町の医療機関の維持、承継に対し

て支援補助などの考えについて伺うについて

申し上げます。 

   町民が安心して地域で暮らし続けていくた

めには、医療ニーズに対応できる持続可能な

医療提供体制の構築が不可欠であります。地

域医療に関する問題、とりわけ西村山地域医

療提供体制の新たな整備に向けて、地域のニ

ーズに沿ったよりよい医療体制を目指すため

には、医師の確保が最大の課題であります。
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西村山地域の医師の減少率が直近５年間で２

割であり、県内で最も減少率が高い現状にあ

ることを踏まえ、これに歯止めをかけること

が、よりよい医療体制の絶対条件であると考

えております。 

   町には、村山地域の基幹病院である県立河

北病院を含め、２つの病院と16の診療所があ

ります。診療所においては、外来診療のほか、

在宅医療や学校医、産業医、予防接種業務な

ど地域内で担う役割が多く、地域医療、救急

医療においても関係機関と連携を図りながら

重要な役割を担っていただいております。少

子高齢化社会において危惧されていることは、

かかりつけ医として身近な場所で受けられて

いる在宅医療が、今後、開業医の後継者不足

で手薄になることであります。 

   県では、持続可能な地域医療提供体制を構

築する上で人材確保は喫緊の課題として、県

内診療上の担い手不足を解消するために、県

医師会と連携し、事業承継マッチングサイト

の設置・運営などの開業医の医業承継に対す

る支援を今年度から行うこととしております。

県内自治体では、米沢市が令和６年５月から、

診療所開設支援補助金交付要綱を制定し、市

内で新規に診療所を開業、または診療所の開

設者から医業の承継を受ける小児科医につい

て、上限1,000万円の補助金を交付する事業を

開始しております。 

   地域医療を支える開業医の医療機関の維持、

承継につきましては、河北町の医療提供体制

を考える上で極めて重要な課題であります。

町におきましても、今後、医師の高齢化や後

継者不足が予想されることから、医師会と情

報交換しながら、町の将来像を見据え、国・

県の支援や、既に取り組んでいる先行自治体

独自の支援情報を得て、鋭意検討してまいり

たいと考えております。 

   次に、中学校の部活動における地域移行に

ついてお答えいたします。 

   １点目の部活動と地域クラブ、生徒をつな

ぐコーディネーターは配置されたのか、また

部活動改革ガイドラインの進捗状況と地域移

行の課題について申し上げます。 

   初めに、本町における中学校の部活動にお

ける地域移行の現状を申し上げますと、令和

４年12月にスポーツ庁及び文化庁による学校

部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等

に関する総合的なガイドラインが策定され、

学校部活動が生徒にとって望ましいスポー

ツ・文化芸術環境となるよう、適正な運営や

効率的・効果的な活動の在り方と新たな地域

クラブ活動を整備するために必要な対応につ

いて、国の考え方が示されております。 

   また、県においては、令和５年３月に山形

県における部活動改革ガイドラインを策定し、

部活動改革に関する基本的な考え方と目指し

ていく学校の体制について示されております。

これを受け、本町においては、河北中学校の

生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環

境の構築と教員の働き方改革の両立を目指し、

令和５年１月31日に河北中学校における休日

の部活動の地域移行に関する検討協議会を設

置し、これまで４回の検討協議会を開催し、

４回目の協議会では地域移行の体制について

確認いたしました。 

   具体的には、河北町における休日の部活動

の地域移行の体制について、総合型地域スポ

ーツクラブである「河北スポーツクラブ」を

受皿団体としていくこと、また、現在活動し

ている団体のうち移行可能な団体がその傘下

団体として加入していただくことにより、仮

称ではございますが、中学校部活動地域移行

事業として実施していくものであり、活動は

傘下団体が実施していただくことを想定して

おります。各種スポーツ・文化団体、保護者

代表、教育委員会が共通理解の下、様々な課
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題について協議を進め、令和７年度までの改

革推進期間に可能なところから地域移行の段

階的な実施を目指してまいります。 

   こうした中において、コーディネーターに

ついては、地域クラブの会費や保険加入及び

指導者に関わる事務、その他日常業務を担当

していただく予定でありますが、現在、人選

中であります。必ずしも日勤常勤など１名の

配置にこだわらず、業務効率等を考慮し、年

度内の下半期からの配置に向け検討している

ところであります。 

   部活動改革ガイドラインの進捗状況につい

ては、令和６年３月定例会において、令和６

年度中に策定していきたいと答弁いたしまし

たが、県においては、令和５年度山形県部活

動改革推進協議会において、これまでに策定

している山形県における運動部活動の在り方

に関する方針と山形県における文化部活動の

在り方に関する方針並びに令和５年３月に策

定した山形県における部活動改革ガイドライ

ンを整理・統合し、全面的に改定し、令和６

年12月をめどに山形県における学校部活動及

び新たな地域クラブ活動の在り方に関する方

針の策定に向けて検討が進められているとの

ことであります。本町においては、県の新た

な策定を踏まえ、町の部活動改革ガイドライ

ンを令和７年２月の策定を目途に検討してま

いりたいと考えております。 

   次に、地域移行の課題についてであります

が、高齢化が進む中において安定した指導者

の人材確保と資質の向上、地域移行に伴う保

護者の費用負担の増加、活動の仕方や安全管

理体制など地域移行の指導者と部活動の顧問

である教員との指導方針の違いや、活動場所

となる学校施設や移動手段などの確保など、

町としての支援の在り方などが主な課題と捉

えております。健全な指導者の発掘・育成支

援が確実な地域移行の運営につながると考え

ております。 

   今年度は、休日の部活動の地域移行の改革

推進期間の２年目に当たります。昨年度以上

に、県や地区主催の指導者研修会が実施され

る予定になっております。現在、町内におい

て活動している団体の指導者には積極的に参

加していただき、生徒にとってさらに信頼の

おける指導者になっていただきたく推奨して

まいります。 

   中学校の部活動における地域移行は、広域

的な連携の必要性や活動場所や指導者の確保、

家庭の経済的負担増など課題が山積しており

ますが、生徒にとって望ましいスポーツ・文

化芸術環境の構築と教員の働き方改革の推進

を目的としました部活動改革を推進するため、

生徒の心身の健全育成を図ることはもとより、

スポーツ及び文化芸術活動が充実することに

より、将来的には町民と一体となったスポー

ツ・文化芸術活動の振興によるまちづくりに

つなげていく必要があると認識しております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 答弁ありがとうござ

いました。 

   まず初めに、医療体制についてということ

で再質問させていただきます。今回の６月定

例会でも同僚議員の方が西村山地域医療提供

体制について数々質問されているんですけれ

ども、最初に私の思いとして伝えていきたい

と思います。 

   今回最終報告をいただいて公表されていま

すけれども、中身を見れば、立地条件の主な

視点ですとか、あとは運営母体の検討に向け

てということで早急に参画してくださいとい

う、何かポイントがたまりますよと言わんば

かりのご案内でなかなかびっくりしていると
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ころでありますが、要は何を言いたいかとい

うと、やっぱり医師確保というものが非常に

大切な重要な案件で、それも何か抽象的な表

現でしか表現されていなくて、本当に医療体

制は大丈夫なのかということで、要は、県と

寒河江市だけが協議してそこでもんだところ

で、その題材にある西村山地域医療提供体制、

要は西郡の医療を本当に考えられるのか、そ

の辺が私にとってはすごく不安材料で、ただ

立地するところと、あとは施設の規模、病床

数、それだけは明確になっていますけれども、

そんな中で本当に医療体制のことを県、寒河

江市で考えられていくのか。 

   それに、また河北町も参画する、しないの

話もございますけれども、町長答弁にも同僚

議員に対してあったんですが、やっぱり病院

運営母体の参画というのは、具体的なメリッ

トも分かっていないし、まだ今の段階では答

えられない、それはそうだと思います。関係

団体、河北病院を支援する会ですとか、医師

会、それで相談してやっぱり対応を示してい

ただきたいなと思っております。 

   その辺はいいんですが、なぜ河北病院がな

くなるということに対して町民の方、地域の

方が敏感なのか。私もずっと考えていたんで

すが、やっぱり河北病院が河北町にあること

自体で安心感があると思います。安心感があ

って、河北病院がなくなると、さらに今度不

安感が募ってきて、何でなくなるんだという

考えに変わってくるのではないかなと思いま

す。 

   そんな矢先、前文のほうで話させていただ

きましたけれども、米沢市の山新に記載され

ていた小児科医の支援ということがちょっと

目を引いて、米沢市の健康課のほうに問い合

わせて聞いてみたところ、先ほど申し上げま

したけれども、そういった支援をしていかな

ければやっぱり町のお医者さんがなくなって

しまう、あとは市民の方、地域の方々が不便

になるということを切実にお話しされていた

ので、そこを今回題材にして質問させていた

だくことにいたしました。 

   答弁の中では、今年、県医師会連携事業、

承継マッチングサイトの設置・運営など、開

業医の医業承継に対する支援が今年度から始

まると町長答弁がありましたので、そこら辺

は何かすごく安心した材料であって、米沢市

はもう今年の５月に支援を進めて、３分の２

の上限で金額では1,000万円の上限というこ

とでお話をお伺いしたところなんですが、要

は町のお医者さんがいなくなれば、大きい病

院に通うことすらできなくなってくると思い

ます。 

   それはどうしてかというと、町のお医者さ

んから仮に診断していただいて、ちょっと大

きい病院で検査したらいいなど、そういった

ことを言われれば、紹介状を書いていただい

て大きい病院に通うはずです。ただ今現在、

河北病院では紹介状が要るかどうかちょっと

私も勉強不足で分かりませんけれども、そん

な中で河北病院も少し変わられて、今の河北

病院を見てみると、総合診療の先生も増えま

したし、なかなか３年前ぐらいから比べたら

少しずつは診察のレベルも上がってきて安心

材料であるのかなということを思っています。 

   ただ町のお医者さんを見てみると、事業を

承継する後継者、要はその先生方の息子さん

娘さん、ご子息がお医者さんになる確率は非

常に高いと思います。ただ、学校で６年間勉

強して、それからまた２年間ぐらいかかって、

地元に帰ってくるかといったら帰ってこない

のが多分今の若者の現状だと思います。お医

者さんに限らず、自分たちの子供とかそうい

った方を見てみると、やっぱり大学に入って

都会の空気を吸ってしまえば帰ってこないの

が当たり前なのかなということでちょっと残
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念がってはいるんですが、ただ今言えるのは、

河北病院や新病院体制がいろいろ騒がれてい

ますけれども、要は足元を見て、町の医療体

制をもう少ししっかり支援していかなければ

いけないのではないかという視点から今回の

質問に立ちました。 

   要は、皆さんに診察の支援してくださいと

いうわけにはいかないと思いますけれども、

やはり河北町の医師会、あとは有識者、町と

協議して、どういったところが今からの医療

体制に大切なのか。ただ承継だけが大切なこ

とではないと思いますけれども、農家の方に

は新規就農者とかいろいろ支援はあります。

ただ医師の支援というのはほとんどないと等

しいです。開業医を引き継ごうとしても2,000

万円から4,000万円、新規のお医者さんが開業

したとしても１億円から２億円ぐらいかかる

と言われております。そのぐらいやっぱりす

ごくお金がかかる事業であって、町のお医者

さんがなくなると、やっぱり近くのお医者さ

んがなくなれば不安材料がすごくいっぱい出

てくるわけです。 

   そこをどう変えていくのか、どう町で手助

けしていくのかということで、今回さらにち

ょっと聞いてみたいと思いますけれども、町

の将来像を見据えて、国・県の支援、既に取

り組んでいる先行自治体もありますけれども、

検討していくと答弁にありました。具体的な

検討内容は持ち合わせているのか。今から医

師会とこうやっていくのだという協議の場を

設けられるのか。その辺、町の本当の検討材

料、今年どうやっていくべきかということで

改めてお伺いしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 今議員からのお話にもありまし

たように、河北町の恵まれた医療環境、これ

はやはり総合病院としての県立河北病院が身

近にあったということ、救急機能も含めてし

っかりしたものが地元にあったということと、

そこの民間の診療所のお医者さんも、１病院、

16診療所あるということを申し上げましたけ

れども、町の中でずっと開業医をしていただ

いているお医者さんのほかにも、新たに河北

病院との関連性の中でこれだけ河北町に開業

医が配置されてきたと、開業されてきたとい

う歴史があると認識をしております。 

   したがいまして、これからの西村山の医療

体制はもちろんですけれども、河北町の医療

体制を考える上でも、総合的な診療機能、今

の医師不足の中で今後持続可能な医療提供体

制として、いかにいい病院を町民の利便性の

高いところに立地すべく今の協議に臨んでい

くのかという視点が一つ。そして、それは公

立病院だけの問題ではなくて、公立病院と地

域の連携、ここについてこれまでの持続的な

形で採用してきた部分が、今回の医療提供体

制の検討の中で足元の開業医の環境にどう関

わってくるのか。やっぱりそこを見極めてい

く必要があると考えております。 

   したがいまして、今年、基本構想、どうい

った診療機能を目指すのか、立地条件、そし

て診療機能、具体的には来年の基本計画の中

で議論になるということです。その内容をし

っかり見極めた上で、運営母体への参画もそ

うですけれども、町として考えれば、医療機

能がどこに立地されていくという方向性の議

論の中で、町として医療の事業承継について

ももう一つの大きな課題として捉えてく必要

があるだろうと思っております。 

   したがいまして、こういう形での医業承継

についての方向性というのは今の段階では持

ち合わせておりません。今回議員から重要な

指摘をいただいたなと。やっぱり町民の不安

は、河北病院本体の問題と、町からどうなっ

ていくんだろうかと、まちづくりにさらに関

係するだろうという点は、まず医療の問題に
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とどめたとしてもそこが大きいと思いますの

で、そういった意味でも、今年、来年度、具

体的に引き継がれる医療構想、基本計画、そ

この議論をしっかり見据えて、この２つの大

きな課題について今後考えていく必要がある

んだろうと。現時点での認識は以上でありま

す。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） そうですよね。医療

提供体制というよりも、やっぱり町の医療は

しっかり守っていかないと、地域の方々とい

うのは通院できる、できないという距離感も

ありますので、あと信頼できるお医者さんが

いればやっぱり安心して生活できるというの

が本望だと思いますので、地域医療提供体制

は大きい病院だけが医療提供体制ではなくて、

町のお医者さんも大切しないと、つくづく駄

目になっていくのかなと思います。 

   話を聞けば、ある医院、小さいお医者さん

では、跡取りもいないので、私の代で終わり

だという話も聞こえてきます。やっぱりそこ

に新しい別な親戚の人とか、別なお医者さん

を入れるとか、そういったことも事業として

は可能性がありますので、ぜひ医師会と連携

してそういった情報を共有して、それで支援

していくんだったら支援していく。必ずしも

お医者さんだけに支援していくと限られては

いませんけれども、町民の方みんなに支援し

ていただいて、本当に安心して生活できるよ

うな河北町へしていっていただきたいと思い

ます。 

   医療提供体制、また言いますけれども、立

地条件だけが先に進んでいて、どうしても何

か納得ができない。朝日、大江、西川、河北、

その４つの町が何か置いてけぼりにされてい

るような気がして、私の個人的な意見ですけ

れども、そんな不安材料がある今日この頃で

す。 

   やっぱり医療というのは、人間としては健

康管理が本当に非常に大切で、楽しい人生を

送るためにも健康的な体になって、私も不健

康なのであまりそんなこと言えませんけれど

も、医療が本当に大切なんだなということを

つくづく実感しましたので、米沢市の例があ

りましたので、紹介かたがた河北町でもそう

いった支援をしていただければと、県でもや

るということですので、県と協力して補助金

は県からもらえると思いますので、その辺も

しっかり事業化していただければと思います。 

   医療提供体制である医療については以上で

終わりたいと思います。 

   次に、２つ目の部活動地域移行について再

質問させていただきます。 

   今サクランボ時期で、６月になりますと中

学校の地区総体、県総体、いろいろ盛んに行

ってくる時期だと思いますが、休日になれば

やっぱりグラウンド、私の子供も外でスポー

ツをやっていたものですから、土曜日・日曜

日になるとにぎやかなグラウンドからの声が

聞こえてくるんですが、この頃は全然聞こえ

てこない。どこで活動しているのかなという

ことで寂しいような気がします。 

   休日における部活動の地域移行ということ

で、今は休日における部活動だけの地域移行

ということでお話は聞いておるんですが、３

月の定例会で同僚議員も部活動地域移行につ

いてお伺いしております。コーディネーター

の設置ですとか、ガイドラインとかいろいろ

様々ありますが、今回また新たに県で整理・

統合してやっていって、それから町のガイド

ラインをつくって、令和７年２月に作成して

いくということなんですが、聞きたいのは、

令和８年の部活動地域移行の完全移行という

ことでスケジュール的になっていると思うん

ですが、その令和７年２月ガイドラインを作

成して、令和８年に地域移行に完全に移行で
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きるということなんでしょうか。その辺お尋

ねしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 中学校の部活動の地域

移行につきましては、国・県で令和５年、令

和６年、令和７年、この３年間で移行を順次

行いながら、令和８年度からは完全に、この

完全にというのは土日の部活動を学校の部活

動としてはしないというのが完全移行と。 

   そのために、今ある部活動の中で土曜日も

しくは日曜日にも活動している部があります

けれども、そこは地域で活動する。いわゆる

中学校の部活動としては活動しないのが土日

の活動ということで、それまで、課題は先ほ

ど町長答弁にもありましたように、指導者の

問題とかいろんなことがあって、できるとこ

ろ、もしくは今はまだできないところもあり

ます。ですから、できるところから順次土日

の休日の部活動を地域で行うということで進

めていきたいと。完全にという令和８年度か

らは土日の部活動を中学校では行わない、そ

のために土日の活動を地域でどこで行うのか

ということで進めていこうとしているもので

ございます。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） そうすると、令和８

年完全移行というのは、土曜日・日曜日の部

活動がなくなる。地域移行、チームの活動に

はなるかもしれないけれども、部活動として

令和８年度から完全に部活動という機能、名

称もなくなるということで、再確認しますが、

それでよろしいですか。 

○丹野貞子議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 部活動として今平日並

びに土日のいずれかということで、令和５年

度は土日のいずれか休みを取る。令和６年度

については、月１回以上は土日のいずれも休

みを取る。来年度については、土日のいずれ

かということにはなるんですが、月に２回以

上は土日いずれも休みにするということで、

段階的に土日の中学校の部活動については少

なくしていき、令和８年度からは土日の部活

動はなしにすると。いわゆる平日の部活動を

今３日間行っておりますが、それだけの活動

となって、土日に活動をしたい部については、

指導者なり、あるいはその体制をこれから整

えていって、地域で活動できなければ新たな

体制をこれからつくっていくというふうなと

ころになります。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 土日に関しては、令

和８年度からは部活動という活動ではなくて、

地域クラブとして活動していくであろうとい

う話ですよね。そういった中で、先ほど課長

がおっしゃられた、今現在令和６年で来年令

和７年ということで、指導者の確保とかいろ

いろ様々課題はあると思いますが、その指導

者の確保、今の段階でどのぐらい確保されて

いるのか、どのぐらい進んでいるのか教えて

いただければと思います。 

○丹野貞子議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 まだ具体的に地域移行

している団体・クラブはありませんが、仮に

いわゆる土日の部活動ということで、地域で

活動できるとすれば指導者の確保ができるの

かどうかというところで、各部・団体等に問

い合わせたところ、可能性があるということ

では５つほどの部活動というか、団体が土日

の活動も可能性があるというような回答は得

ておりますが、また実際に指導者の確保とい

うところで複数人できるのか、そんなところ

はこれからの協議となりますが、可能性があ

るということでは５つの団体からは話を受け

ているところであります。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） それで、受皿として
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は河北スポーツクラブが受皿団体として取り

組んでいくということで、現スポーツ教室な

どを見てみると11教室ございますけれども、

その11教室の中で、現部活動に直接関係して

いる教室というのはあるんでしょうか。 

○丹野貞子議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 現在の河北スポーツク

ラブの教室の中で、中学校の部活動イコール

というような種目はございませんので、先ほ

ど町長答弁した内容の、新たな部活動地域移

行するために受皿をつくるようなことで協議

を進めているところになります。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） そうですね、やっぱ

り新たな受皿をつくっていかないと、今の部

活動をそのまま地域移行に結びつけるのは非

常に厳しいのかなということでお伺いさせて

いただきました。 

   あとはコーディネーターの件ですけれども、

コーディネーターはまたぎりぎりに今考えて、

まだ今のところは人選中だということでです

けれども、これが必ずしも日勤常勤など１名

配置にこだわらずということは、これはどう

いうことなのか、ちょっと教えていただけま

すか。 

○丹野貞子議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 国・県のガイドライン、

あるいは説明の中では、部活動に精通した方、

地域の事情を知っている方ということで、中

学校に対して１名という基準があります。で

すので、河北町では河北中学校が１つですの

で、部活動指導員１名を配置するということ

にはなるわけですが、その１名の方がいわゆ

る８時間等の勤務、あるいは６時間とかの勤

務の中で活動ができるかというと、なかなか

そういった人選的なところも苦慮していると

ころでもあり、必要な時間帯において複数名

も可能性があるのではないかということで検

討しているところであります。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） ありがとうございま

す。地域コーディネーターの役割を見てみる

と、結構活動場所の連絡ですとか、その他日

常業務の連絡、保険加入の取扱い、年会費の

連絡・支払い、指導者の謝金の支払い等々、

多岐にわたって業務が多分発生してくると思

うんです。１つのスポーツ団体を１人でも賄

えるか、賄えないのかというぐらいのボリュ

ームで業務があると思うんですが、多分１名

ではできないと思うんですけれども、その辺、

１名でできると断言はできないと思いますけ

れども、その内容的に、または県の整備され

てくる方針に従ってまたやっていくと思うん

ですけれども、その辺で今の段階では１名と

いうことはなかなか厳しい状況だと思うので

すが、いかがですか。 

○丹野貞子議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 現段階において、１名

にこだわらず、複数名を想定しながら人選を

していきたいなと考えております。業務量等

についても、地域移行の中でどれだけの生徒

が地域移行のいわゆる土日の部活動をしてい

くのかという人数的なところ、それに伴う一

人一人の人数によって保険の加入だったり、

活動の場所でのやり取りというようなことも

出てきますので、複数名を想定しながら検討

していきたいなとは思います。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） そうですね。地域コ

ーディネーターにあまり業務負荷がからない

ように、やっぱり複数名で対応するものは対

応して、ただ業務だけ遂行するわけではない

ので、生徒と保護者、教職員も含めて連携し

てやっていかなければいけない事業だと思い

ますので、その辺もしっかり取り組んでいた

だければと思います。 
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   受皿団体、コーディネーターのほうは大体

理解したつもりですけれども、委員会のほう

にもなかなかお知らせがないものですから、

どういったことで今地域移行が進んでいるの

かということと、あとスケジュール的にも令

和８年度からということで、詳細が全然分か

らなくて勉強不足で大変申し訳ない質疑にな

ってしまっていますけれども、それも含めて

さらに私なりにも勉強していきたいと思いま

す。部活動の地域移行はまた常任委員会でも

視察等々を今企画していますので、その辺ま

た課長のほうから部下の手配もお願いして、

一緒に勉強していきたいと思います。 

   部活動地域移行のほうは終わります。 

   最後になりますけれども、また、医療関係

のほうに戻って最後締めたいと思いますが、

西村山地域医療提供体制ということで、運営

母体に参加するとかしないとかいろいろ様々

あると思いますけれども、私の意見としては、

運営母体には参加せず、そのお金、毎年何ぼ

の負担金があるか分かりません、１億円とか

何億円か分かりませんが、経営上悪化したら

補塡しなければいけないということは重々分

かっています。それはそれでいいんですが、

そのお金でやっぱり河北町の医療関係を支援

していただいて、本当に安心・安全な河北町

を築いていっていただければと思います。 

   一般質問を終わります。 

○丹野貞子議長 以上で４番東海林信弘議員の一

般質問を終わります。 

   ここで10時まで休憩とします。 

     休 憩  午前９時４５分 

     再 開  午前９時５８分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、９番鈴木英友議員の一般質問を行い

ます。 

   「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） それでは、私からは３

つの事項について一般質問させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

   初めに、質問事項１としまして、町制施行

70周年記念事業に対する町民の意識向上につ

いてということでお聞きしたいと思います。 

   今年度は町制施行から70周年を迎え、町で

は次の４点を重点施策として町政を運営して

いくとしています。 

   １つはくらしの応援による住みよいまちづ

くり、２つ目としてオールかほくで応援する

子育て支援・人づくりへの投資、３つ目にに

ぎわいづくりと産業振興、そして４つ目に安

全・安心なまちづくりということを掲げてお

ります。 

   この詳細につきましては、年度初めに全戸

配布された「一目でわかる今年のしごと～わ

かりやすい令和６年度河北町予算説明書～」

に載っているとおりでございます。恐らく町

民の方たちも一読しているとは思います。 

   そこで、町制施行70周年記念事業について

も、町民総参加によるまちづくりの一環とし

てということで載っておりますが、次の点に

ついてお伺いいたします。 

   質問要旨１、町制施行70周年記念事業に対

する町民への周知と関心の高まりについてど

う考えているか伺います。 

   既に実行済みの事業も含めて、主な事業と

その具体的内容も併せて、改めて町民に向け

説明願いたいと思います。 

   庁舎入り口に町制施行70周年の看板を掲げ

ていますが、果たしてどれだけの周知や機運

の高まりに効果があるのか疑問に思います。

いつ何があるのか、何をやろうとしているの

か、町民への周知をもっと行い、関心を持っ

てもらうべきではないのでしょうか。 

   質問事項２、県立河北病院と寒河江市立病

院の統合とその立地場所についてお伺いいた

します。 
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   ４月15日の広報かほく1380号に、西村山地

域医療提供体制ワーキンググループの最終報

告書の概要と同検討会の新病院に向けた今後

の検討課題として最終報告資料に併せ、西村

山地域医療提供体制の具体的検討に向けてと

する町長からの報告書が全戸配布されました。 

   また、３月29日の山形新聞には、西村山地

域における新病院整備について、県と寒河江

市は県立河北病院と寒河江市立病院の統合再

編に向けた基本合意文書を交わした内容の記

事が載っています。 

   さらに、４月５日の山形新聞の金融トピッ

ク欄には、３月20日に開催された西村山地域

医療提供体制検討会において、立地はどう考

えているかとの質問に対して、県は、現段階

では案を持っていない、総合的に判断すると

してあります。 

   続いて、５月15日の山形新聞には、県は県

立河北、寒河江市立の両病院の再編統合につ

いて、寒河江市との協議会を21日に設置する

と報じています。 

   以上の記事内容を踏まえた上で、次の点に

ついてお伺いいたします。 

   質問要旨１、これまでの経緯から新病院の

立地が河北町になる可能性について、町長の

考えを伺います。 

   町長は、町民への報告書の中で、どのよう

な病院をどこに整備していくのか、その検討

がこれからスタートすることになると言って

います。県も、前述のとおり、立地場所の案

は持っていない、今後検討される予定と言っ

ています。しかしながら、これまでの経緯か

ら、新病院の立地が河北町になる可能性はあ

るのか、町長はどのように考えているのでし

ょうか。 

   質問要旨の２、新病院の立地について、町

と地域住民が一体となってアクションを起こ

し、機運を高めていく必要がないか伺います。 

   寒河江市のほうでは、病院設置について場

所とか規模とか、いろいろと市民の間でも機

運が高まっているようです。寒河江市として

も、県と合意文書を交わしたり、協議会を設

置したり、着々と準備を進めているようです。

新病院が河北町に立地する可能性があるとす

るならば、町と地域住民が一体となって地域

社会にアクションを起こすなどして機運を高

めていく必要性について、町長はどのように

考えているのでしょうか。 

   続いて、質問事項３、町のＰＲや情報発信

についてお伺いします。 

   町のホームページや広報紙、パンフレット

等で一般的な情報提供はしていますが、町の

ＰＲの観点から伺います。 

   質問要旨１、町の諸事業、祭り行事、イベ

ント等の情報発信の強化について 

   河北町は宣伝が下手だねとか、新聞に載る

記事が少ないよねとか、よく町内外の方から

聞かれます。情報発信の強化は、町を元気づ

ける、町のＰＲにもなる、町に興味を持って

もらえる、町に来てもらえる、町を好きにな

ってもらえる、そういうためにも絶対必要な

ことだと思います。町のＰＲや情報発信はも

っと積極的に行ってほしいと思うのですが、

町長の考えを伺いたいと思います。 

   以上３点について再質問を留保し、質問を

終わります。 

○丹野貞子議長 ９番鈴木英友議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ９番鈴木英友議員の一般質間に

お答えいたします。 

   最初に、町制施行70周年記念事業に対する

町民の意識向上について申し上げます。 

   １点目の町制施行70周年記念事業に対する

町民への周知と関心の高まりについて申し上

げます。 
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   本年10月１日、昭和29年10月１日の町制施

行日から70周年を迎えます。そのような中、

10年ごとの節目となる今年度においては、河

北町発展の歴史を振り返り、町政発展に寄与

された先人の業績を顧み、深く感謝の意を表

するとともに、新たな歴史を築き上げるため

の飛躍の年とするため、先人たちが培った貴

重な地域資源などを活用した各種記念事業、

冠事業を実施予定であります。 

   年度を通した様々な記念事業の実施を予定

しておりまして、９月29日には東京オリンピ

ックで日本卓球史上初の金メダリストとなっ

た水谷隼氏を招き、講演会とエキシビション

マッチを、町制施行日である10月１日には記

念式典を行い、町の発展に貢献された方々に

対し功労者表彰を実施し、記念公演も開催い

たします。10月６日には「かほく70未来フェ

ス」と題し、サハトべに花を会場に、未来を

担う若い世代が楽しめるイベントを企画して

おります。ホールでは若いメンバーで構成さ

れる様々なパフォーマンスを募ったパフォー

マンス選手権を行うほか、会場全体で約100

店舗を集めたマルシェを開催予定としており

ます。 

   また、河北児童動物園においては、動物と

触れ合える新たな施設の整備や猿おりのバッ

クヤード拡張など、園内の改修工事を行うほ

か、70周年の記念誌として、町のこれまでの

歴史を分かりやすくまとめた「未来へつなぐ

河北のあゆみ」を発刊し、町民の皆様に配布

することとしております。また、町民活動団

体等の活動や事業に70周年の冠を称すること

で、町民自らも記念事業に参加しているとい

った意識の醸成も目指していくものでありま

す。 

   町民への周知につきましては、広報かほく

やホームページでの周知のほか、報道機関へ

の情報提供を行い、各種事業をより盛り上げ

るため、広い範囲に向けて積極的なＰＲに努

めてまいります。 

   これまでも、広報かほく令和６年４月１日

号で特集記事掲載、町ホームページのトップ

ページへの掲載や、議員のご指摘にもありま

すように、役場東側玄関への看板の掲示など

を実施しております。 

   今後につきましては、70周年記念の新聞広

告の掲載も予定しており、それぞれのイベン

トの時期に合わせて、広報かほくやホームペ

ージ、さらにはＳＮＳの活用に加え、チラシ、

ポスターでの周知を行いながら機運醸成を図

ってまいります。 

   次に、県立河北病院と寒河江市立病院の統

合とその立地場所についてお答え申し上げま

す。 

   １点目のこれまでの経緯から新病院の立地

が河北町になる可能性について申し上げます。 

   これまでの西村山地域医療提供体制検討会

を受けて、県立河北病院と寒河江市立病院の

統合再編に向けた協議会が設置されておりま

す。質問にあったとおりであります。新病院

の立地場所については、河北町民、県立河北

病院の利用者、関係機関など、どこに建設に

なるかが大きな関心事でありますが、県は現

時点で立地場所の議論は一切ないとしており、

今後の本協議会において検討されていくもの

であります。 

   新病院の整備に向けた検討課題である立地

条件の検討に向けて、西村山地域医療提供体

制検討ワーキンググループ（最終報告書）に

おいては、敷地面積が確保できるかどうかの

視点だけでなく、患者・職員・住民の利便性、

まちづくり、地域活性化への貢献にも配慮し

ながら総合的に判断するとされております。 

   その立地条件の検討の主な視点は７つ、１

つ目は敷地面積、２つ目はまちづくり、これ

は都市計画区域のマスタープラン等でありま
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す。３つ目は災害の動向、ハザードマップ等

であります。４つ目は診療エリアの継承、５

つ目は交通アクセス、先ほども申し上げまし

たけれども、患者・職員の利便性、そしてま

た救急搬送、そういった視点になります。６

つ目は整備費用（土地整備・既存建物の解体

等）、７つ目は将来への柔軟性、これは将来の

建て替えや増築が可能か等であります。 

   これらのことを踏まえて、基本構想の中で、

医療機能、療育環境、まちづくり、防災等の

多角的な観点から、目指すべき施設像や立地

条件が整理される予定です。今年度策定され

る基本構想では、これら条件の整理をした上

で、候補地としての望ましい姿として一定の

整理が示される予定となっております。 

   新病院の立地場所について、現時点で申し

上げられるものは持ち合わせておりません。

先ほどの７つの視点の中で診療エリアの継承

は重要な視点であり、県立河北病院には北村

山地域の在住者が相当含まれていること、北

村山地域からの入院患者21％、外来患者で

28％が受診しておられます。河北町、寒河江

市、北村山で全体の85％を占めている状況で

あります。新病院の立地場所を検討するに当

たっては、北村山地域の患者を含めた受診患

者数の重心を踏まえて協議していただくよう

引き続き周知をしてまいります。 

   ２点目の新病院の立地について、町と地域

住民が一体となってアクションを起こし、機

運醸成を高めていくことについて申し上げま

す。 

   現在進められております県立河北病院及び

寒河江市立病院の統合再編・新病院整備に関

する協議会は、設置者である県と寒河江市の

協議会であります。町民が安心して地域で暮

らし続けていくために、医療ニーズに対応で

きる持続的な医療提供体制の構築は不可欠で

あります。立地場所については、さきの質問

で申し上げた諸条件を踏まえて決定されるも

のであり、地域医療が持続されるかどうかの

視点で立地場所を決めることが最良であると

考えております。 

   地域医療に関する問題、新病院を中心とし

た西村山地域医療提供体制の新たな整備に向

けて、地域のニーズに沿ったよりよい医療体

制を目指すため、西村山４町ほか関係団体の

意見を反映していただけるよう、まずは運営

委員会や関係者の意見交換の場で、ここには

４町も関わってまいりますので、引き続き主

張してまいる考えであります。 

   次に、町の情報発信の強化について申し上

げます。 

   １点目に、町の諸事業、祭り行事、イベン

ト等の情報発信の強化について申し上げます。 

   町の情報発信につきましては、これまでの

広報紙やホームページ、メールマガジン及び

フェイスブックによる発信に加えまして、令

和３年12月には町の公式ＬＩＮＥの運用も開

始しております。複数の情報発信媒体を用い

ながら積極的に取り組んでいるところであり

ます。 

   ホームページの掲載内容の充実につきまし

ては、令和５年にホームページのリニューア

ルを行い、様々な情報を担当部署で直接編集

できるようにしたほか、スマートフォンやタ

ブレット端末への対応、災害発生時の緊急時

の情報発信、多言語への対応、ＳＮＳと連携

した情報発信の強化を図り、特に見ていただ

きたい情報についてはトップページにトピッ

クスとして追加し、情報発信をしているとこ

ろであります。 

   さらに、町民の皆様にイベント等の情報を

積極的に発信していくのみならず、町の主要

な施策や事業の進捗状況、成果についても分

かりやすい情報提供を図ってまいります。 

   また、ほかのデジタルツールとしてメール
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マガジンやＳＮＳについても、担当部署と連

携しながら、イベント情報のみならず災害時

の緊急情報の発信にも活用しております。特

にＬＩＮＥは日本で利用者の最も多いＳＮＳ

であり、近年はその利用が一般的となってお

ります。町の公式ＬＩＮＥにおいても、この

たびの定例会において補正予算として上程し

ており、デジタル田園都市国家構想交付金を

活用し機能の拡張を行い、さらなる利便性の

向上を図りたいと考えております。 

   なお、ＳＮＳは高齢者に情報が届きにくい

課題がありますので、引き続き広報かほく等

を通じ、フォロワーの数の増加のためのＰＲ

が必要であると考えております。 

   町で開催される様々なイベントについては、

主催団体においてチラシやポスター、ＳＮＳ

などでの周知を図っております。町としても

それらと連携し、広報紙や町のホームページ

での発信はもちろん、ＳＮＳ投稿や動画、報

道機関へのプレスリリースなどを効果的に活

用し、全庁的な情報発信力の強化、戦略的な

広報プロモーションにつなげるよう、町の認

知度の向上を図ってまいります。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） ご丁寧な答弁ありがと

うございました。 

   それでは、再質問に入らせていただきます。 

   初めに、町制施行70周年の記念事業につい

てでございますけれども、今の町長の答弁に

もありましたとおり、大変いろんなことが計

画されているようですけれども、ただ私の感

じとしましては、具体的な内容についてあま

り伝わってこないような気がします。広報か

ほく令和６年４月１日での特集記事への掲載、

あと町ホームページへの掲載をしたといって

も、その後、何もないですよね。令和６年４

月１日に特集を載せましたけれども、その後

どうなっているのか、そういうことが何もそ

の後伝わってこない。看板は出したとありま

すけれども、結構その継続性がないというか、

全然町民の意識づけには盛り上がっていない

ような気がします。 

   まして広報かほくの特集記事には、主な町

制施行70周年記念事業一覧ということで載っ

ていますけれども、ご丁寧にその後には、「こ

のほかにも現在計画中の事業もありますので、

お楽しみに」と書いてあります。何があるん

でしょう。お聞かせください。 

○丹野貞子議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午前１０時１９分 

     再 開  午前１０時２０分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   「牧野政策推進監兼企画財政課長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 すみませ

ん、失礼いたしました。 

   ４月１日の広報かほくに載っている事業一

覧のほかに、今のところ予定しておりますの

は、町の地域創造青年会議のほうで主催して

おります「うまいもの横丁」の事業をグレー

ドアップしたいというところと、あとは「ゆ

るべに市」を今まで紅花資料館でやっており

ましたけれども、それを別な形でやりたいと

いうふうな今話を伺っているというようなと

ころであります。 

   そのほかに、各地区の事業、個人的にやっ

ている事業なんかもあるかと思いますけれど

も、そういったものに70周年の冠をつけたい

ということで依頼などが来ている事業がある

ようであります。詳細までは私のほうで把握

しておりませんので、ちょっとお答えできか

ねるところであります。 

   以上であります。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） 分かりました。ただ、
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さっきも言いましたとおり、私が言いたいの

は、結局こういう事業がありますというのは、

やはりその時点で、今課長がおっしゃったよ

うなことも含めてそういうことをもっともっ

と町民にお知らせすべきだと。そうしないと、

せっかくの70周年記念事業も一向に盛り上が

りを見せないのではないかという気がします。

それで、さっきも言いましたとおり、具体的

な内容についてはあまり伝わってこないと言

ったのはそういう点でありますので、今後ぜ

ひいろんな事業につきましては、やはりもっ

と早め早めに町民にお知らせするというふう

な姿勢を示していただきたいと思います。 

   結局、私が言いたいのは、それぞれのイベ

ント時期に合わせて周知を行い機運醸成を図

っていくとしてありますけれども、そこでい

うところのそれぞれのイベント時期に合わせ

るというのは、その時期というのはいつのこ

となのかと。せっぱ詰まってからこれをやり

ますよ、あれをやりますよというんではなく

て、やはりもっといろんな事業の計画の段階

で、今こういうことをやろうとしています、

今事業計画についてはこの辺まで進捗してい

ますと、そういうことを随時話題にのせると

いうか、ホームページでも広報でもいいんで

すけれども、そういうふうなことで情報を提

供していくことによって、町全体の盛り上が

り、意識向上にもつながるのではないかと思

うんですけれども、その辺はどう思いますで

しょうか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 イベント

の内容も様々でありますが、例えば一般的に

参加者を募るようなイベント等であれば、当

然早めの周知をして参加者を募らなければな

らないということでありますので、例えば秋

に予定しております「かほく70未来フェス」

でのパフォーマンス選手権でのパフォーマー

の公募がありますので、そういったものにつ

いては今度の広報かほくにも周知、あとはホ

ームページやＳＮＳ等でも公募をかけるとい

うようなものになろうかと思います。 

   イベントによって、もうやる内容がほぼほ

ぼ固まっているものもございますので、そう

いったものについては、例えば１か月前とか

１か月半ぐらい前にチラシなんかを作って全

戸配布するとか、そういったもので周知を図

っていきたいと考えているものであります。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） ありがとうございます。 

   今、イベントという話が出たんですけれど

も、前の町の「今年のしごと」でありますと

かいろんなパンフレット、広報なんかでも出

ているんですけれども、70周年記念事業の大

きな柱というか目玉として、私は３つほど上

げられると思うんです。１つは児童動物園の

リニューアル、２つ目には70周年記念誌の発

刊、全戸配布、そして３つ目にはベニバナ衣

装の制作・購入、この辺が大きい予算を組ん

で取り組んでいる段階かなと思うんですけれ

ども、いずれにしても、例えば動物園にして

も今どういう状況なのか、どこまで工事が進

んでいるのか、そういうことをちゃんと町民

に教える。あと、記念誌の発刊にしても、ど

ういう内容のものでいつ頃発刊になるのか、

そういうのを前もって教える。あと、紅染衣

装の制作ではどういう衣装を作ろうとしてい

て、今どの辺まで制作が進んでいて、いつ頃

皆さんにお披露目できるのかとか、やっぱり

そういうのを段階的にいろいろと小出しにす

るではないですけれども、教えていくという

のは、過程の中ですごく大事なことだと思う

んですけれども、その辺についてぜひお願い

したいと思いますが、どうでしょうか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課
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長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 ご質問に

ありました児童動物園の改修工事、これから

の発注になるわけですけれども、役場の建築

の際にも途中経過を示したような、記したよ

うな経過があったと思いますので、工事の進

捗状況なんかは、時期を見て広報やホームペ

ージ等でお知らせなんかはできていくのかな

と思います。町の70周年の記念誌であります

けれども、現在、校正を進めていただいてお

りますけれども、内容について小出しにする

よりも、本として出来上がるものであります

から、10月１日の記念式典の前に全戸配布は

したいというふうに今のところ予定で進めて

いるところであります。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） 分かりました。 

   いずれにしましても、とにかくやはりせっ

かくの町制施行70周年ですので、いろんなこ

とを多分執行部のほうでも企画してやろうと

していることは大変ありがたく、私も見守り

たいと思うんですけれども、ただやはり町民

の意識、町民総参加という意味からすれば、

やはりぎりぎりになってからやらなくても、

前もってある程度予告というわけではないん

ですけれども、そういうふうにして町民の意

識を高めていく、今こういうことをやってい

るんだなと、そういう気持ちは絶対必要だと

思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

   出来上がってからの結果報告ではなくて、

出来上がるまでの過程を、さっきも言いまし

たけれども、今ここまでやっているとか、こ

れはこういう形になるとか、そういうことを

やっぱり町民が知るというのも大事なことな

のではないかなと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

   続いて、県立総合病院について再質問させ

ていただきます。 

   西村山地域の広域医療体制、あと新病院の

規模等、これまでもいろんな角度から検討が

なされてきました。今定例会におきましても、

複数の同僚議員から、河北病院の今後につい

てのこととか、新病院への考え方について、

広域医療について様々な質問があり、町長か

ら丁寧な回答をいただいたところであります。

ありがとうございます。 

   私の質問に対しましても、恐らく同じよう

な回答内容でしたので、ここで改めて町長に

考えをお聞きしたいんですけれども、町長は、

先ほどの私の質問なんですけれども、新病院

の立地場所を検討するに当たっては、現在の

河北病院の受診患者数の重心を踏まえて協議

いただくよう引き続き主張していくとお答え

いただきました。これは大変心強く思います。 

   ただ、運営委員会や検討会、協議会の結果

報告を受けてからこちらの方針を検討するの

ではなく、実施場所については、本当にこれ

から検討課題とするんであれば、例えば町内

への立地に向けて、ちょっとやぼな言い方に

なるかもしれませんけれども、手を打つべき

なんではないかなと思います。その辺につい

て、町長はその必要があるか、ないか、どの

ようにお考えか教えていただけますでしょう

か。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 それでは、私から申し上

げます。町長答弁の繰り返しになる部分もあ

るのですが、やはり立地場所については重要

な視点というふうなものがございまして、そ

こには答弁の中でも申し上げましたとおり、

７つの視点というものがございます。恐らく

７つだけでは、細かく言うとほかの要素も加

わってくるということもあるのですが、基本

的には７つの視点が非常に大事なものという

ことであります。 
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   その７つの視点の中で、特に町として申し

上げていくというスタンスにあるものは診療

エリアの継承、４つ目の視点ということで、

今の県立河北病院の患者さんについては、北

村山の患者も一定数おられるということから、

そこの視点についてもきちんと加味していた

だきたいということは再三前から申し上げて

いるとおりであります。 

   ただ、７つの視点の中の１項目にすぎませ

んので、それはトータルで総合的に判断する

というものが立地になるのかなと思います。

ということを踏まえまして、あと持続可能な

医療提供というものが将来的には最も望まし

いという重要なポイントであると考えますの

で、それらも含めて立地は判断されるのでは

ないかと思います。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 何らかの手というおっしゃり方

をしたわけですけれども、私、これまでもこ

の病院問題が出たときから、それぞれ町とし

て主張すべき、考える会も設立させていただ

きながら、私個人としての見解だけでなく、

幅広いご意見、その中には当然議会でのご議

論も含めてであります、必要な発言は漏れな

くしてきたつもりであります。力が十分だっ

たかというのは別として、今現在その結果に

あるわけですけれども、月曜日の質疑でも申

し上げましたけれども、今の病院をしっかり

建て直してくれと、信頼ある病院に強化して

くれと、その動きが３年前から出てきました。 

   それと同等に、先ほど言いました７つの立

地場所という点だけで申し上げましても、現

在の当然寒河江市立病院の診療エリアもそう

なんですが、河北病院としての診療エリア、

これも継承について７つの視点に織り込まれ

ております。そして、寒河江市と県立河北病

院の設置者である県との協議会、これが基本

ではございますけれども、関係自治体として、

あくまでも西村山地域の医療体制の検討でし

ょうということは再三一貫して申し上げてき

ておりますし、その結果として、地域の医療

関係者、とりわけ河北病院の医療現場の声を

しっかり聞くべきであるし、そして町にもし

っかり情報提供してもらいたい。単に情報提

供ということではなく、意見も聴取してもら

いたい。その結果として、この５月に協議会

がスタートしております。しっかり現時点で

これまで臨んできた検討体制の上に立って周

知をしていくことは周知をしていくというこ

と、改めて冒頭の答弁に書いてあることであ

りますけれども、私の現時点での所信として

申し上げます。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） ありがとうございます。 

   今、課長とか町長からもご答弁いただいた

んですけれども、本当に町長もいろいろな場

所で、いろんな会議等、会合等でご発言いた

だいて、町の考えを主張していただいている。

大変ありがたく思います。ただ先ほども同僚

議員からもありましたとおり、私の個人的な

感じ方としましては、説明会の報告とか、こ

の間検討会があってこういう話になったとか、

そういうことではなくて、やはり結果説明で

はなくて、もっと相手が方針を示す前に、こ

っちとしてもある程度方針を出す。河北町は

こういう気持ちなんだよというふうなことを、

意思表示をもっとしっかりとやるべきなんで

はないかなと。でないと乗り遅れるのではな

いかなという気持ちも実は私としては思って

いるところであります。 

   やはり町長の立場からすれば、大変苦しい

というか、やることはやっているということ

になるのかもしれませんけれども、寒河江市

はとにかく、県立病院の設置者である山形県、

寒河江市立病院の設置者である寒河江市で、

当事者間で議論を持っているといいますけれ
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ども、やはり先ほどもありましたが、西村山

の広域医療を考えた場合には、現在の県立河

北病院がこの河北町にあるわけですから、当

然そういう意味からすれば、私は我が町も当

事者だと思うんです。この町から病院がなく

なるかもしれないということになれば、要す

るに寒河江市と山形県だけの問題ではなくて、

やっぱり私たちとっても当事者意識というの

は当然あるわけですから、だとすればやはり

もっともっと町民の意見を吸い上げるという

か、そんな形でアクションを起こしてもいい

んではないかなと思うんですが。 

   そこで、１つ聞きたいんですけれども、今

ちょうど課長から発言があったんですが、前

にいろんな説明書、報告書を町民に配ったと

きに、意見のある方はぜひ役場のほうにお寄

せくださいというふうなことがありましたけ

れども、町民のほうから何か意見とか質問と

か、何か実際に上がったケースはありますで

しょうか。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 これまでもワーキンググ

ループの中間報告並びに最終報告等におきま

して、全戸配布をした上で皆様方からの意見

というふうなことで募ったわけなのですが、

具体的な町民からの意見というのは現在のと

ころはございません。 

○丹野貞子議長 「９番鈴木英友議員」 

○９番（鈴木英友議員） 分かりました。 

   これは議員の私たちにも責任あるかもしれ

ませんけれども、やはり町民の意見のある方

はお寄せくださいとしていて、今のところ何

もないというのが、それだけ町民の関心が薄

いというか、やっぱり人任せなところがある

のかなというふうな気がします。大変反省し

なければいけないんですけれども、そういう

意味からしても、やはりもっともっと意識づ

けというのはやっていく必要があるのかな。

町民の総意の下に、町長を私は町民がもっと

こうバックアップしていかなければいけない

のかなと思いますので、その辺のかじ取りも

よろしくお願いしたいと思います。 

   寒河江市は本当にいろんな形で手を打って

きています。設置場所はどこになるんだとか、

あそこになるだとか、いろんな話が聞こえて

きます。何かどんどんどんどん私たちの気づ

かないうちに体制を固めているような気がし

ます。出されたら指をくわえているんではな

くて、やはりこっちももっともっと打つべき

手は打っていくというふうにして、乗り遅れ

ないようにしていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

   最後になりますけれども、町の情報発信に

ついてなんですけれども、これについてはか

ねがね私が感じるだけではないと思うんです

けれども、例えばこの春のひな祭りのことに

しましても、本当にテレビや新聞等で取り上

げられる機会が少ないようでした。ほかの町

についてはいろんなところで取り上げられて

おりましたし、それから見ると一番歴史のあ

る河北町については、記事も小さければ取り

上げた例も少なかったような気がします。 

   あと、この間行われた消防演習につきまし

ても、山形、天童、山辺あたりが記事は１面

に出ていましたけれども、河北町はそれすら

も載っていなかったとか、何かやっぱり本当

にいろんなことやっている割には全然そうい

うことで話題にのらないな、記事に載らない

なと感じているのは私だけでないと思うんで

すね。 

   町民からも、さっき言いましたけれどもや

はりＰＲ下手だねとよく聞かれますので、そ

の辺はやっぱり町の広報担当もいるかもしれ

ませんし、あと観光協会もあるかもしれませ

んけれども、よりよいまちづくり、この町を

元気づける、この町にもっともっと人を呼び
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込むという意味からすれば、これは絶対必要

なことですので、町民の誰もが自分の町がい

い意味で話題になるのは本当にうれしいはず

ですので、これについては行政のほうでもし

っかりと情報発信、そういうメディア、ホー

ムページだけに限らずに利用して町のＰＲに

努めていただきいうことを申し上げまして、

私からの一般質問を終わりたいと思います。

どうもありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で９番鈴木英友議員の一般

質問を終わります。 

   ここで、10時55分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１０時３９分 

     再 開  午前１０時５４分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   ここで暫時休憩とします。 

     休 憩  午前１０時５４分 

     再 開  午前１１時１０分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、３番安孫子真弥議員の一般質問を行

います。 

   「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） それでは、一般質問

を始めます。よろしくお願いします。 

   質問事項１、可搬式排水ポンプの導入につ

いて。 

   昨今は異常気象が頻発しており、河北町で

は令和２年７月の豪雨で川が氾濫し、住宅が

浸水するなどの被害を受けました。最上川も

あと少しで堤防の高さを超えるところまで増

水し、当時はテレビやインターネットで情報

収集をしながら心配して過ごしたのを覚えて

おります。 

   質問要旨１、押切地区下釜排水機場周辺に

おける内水処理工法の検討結果について。 

   押切地区は令和２年７月豪雨で被災し、下

釜排水機場が使えなくなりましたが、令和３

年10月に復旧、また排水能力不足を補うため

に今年度新たに排水機場を新設する予定とな

っております。新たな排水機場を設置するに

当たり、内水処理工法を複数案比較検討し、

現在の案に至り、当初は実施設計費で約1,000

万円、工事費で約7,200万円の予定でした。し

かし、実施設計を経て工事費は約1.7億円とな

りました。昨今の物価高も当然影響している

とは思いますが、工事費は２倍を超えており、

それ以外の影響が大きいと考えられます。 

   他の自治体における令和４年度の可搬式排

水ポンプの導入例ですが、毎分45立米の能力

がある排水ポンプを約9,000万円で導入して

いるようです。これを今回の押切に配置する

押切地区排水機場の能力と同等とした場合、

1.2億円で導入できた可能性があります。 

   そこで、比較検討した際の現在の工法を20

年間運用した場合の合計費用と、排水ポンプ

車を20年間運用した場合の合計費用の差は幾

らだったのかお聞きします。 

   質問要旨２、他の排水機場が浸水した際の

復旧について。 

   もし最上川が氾濫した場合、ハザードマッ

プによれば、渋川排水機場、新田川排水機場、

荒小屋排水機場などは５メートルから10メー

トルの高さまで浸水します。下釜排水機場は

使えなくなってから復旧まで１年以上かかっ

ておりますが、これらの排水機場が同時多発

的に使えなくなった場合、どれくらいで排水

機能を復旧できるのかお聞きします。 

   質問要旨３、浸水継続時間について。 

   ハザードマップによると、荒小屋周辺など

の浸水継続時間は１週間未満とありますが、

これは排水機場が使えなくなった場合に自然

に水が抜けるまでに要する時間なのかをお聞

きします。 

   続きまして、質問事項２、地域おこし協力

隊の待遇改善について。 

   河北町ではこれまで何人もの地域おこし協
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力隊がそれぞれのミッションをこなしてきま

した。任期を終えた後、河北町を離れた方、

河北町に根づいた方と分かれますが、河北町

民のほとんどは地域おこし協力隊と話したこ

ともなく、何をしているのか分からない人が

大勢おります。地域おこし協力隊としてみれ

ば、知っている人がほとんどいないところで

仕事をこなす日々に追われ、あっという間に

任期が終わると、その地に残る意味がどれだ

けあるのかを考えさせられると思います。地

域おこし協力隊の定着率の低さは全国的な問

題となっておりますが、河北町としてもこの

問題に真剣に向き合わなければいけないと考

えております。 

   質問要旨１、地域おこし協力隊の給与水準

について。 

   河北町の地域おこし協力隊の報酬は月額18

万円となっておりますが、近隣市町村の報酬

を調べますと、高いところでは西川町の23.3

万円となっており、河北町の報酬はこの辺り

の地域では一番低いと思われます。河北町に

おける地域おこし協力隊の給与水準はどのよ

うに定めているのかお聞きします。 

   質問要旨２、地域おこし協力隊員の活動に

要する経費について。 

   総務省が作成した地域おこし協力隊推進要

綱によると、地域おこし協力隊員の活動に要

する経費は１人当たり520万円を上限として

おり、うち報償費等については320万円を上限、

報償費以外の活動に要する経費については

200万円を上限としております。これらの費用

は特別交付税として戻ってきますが、昨年度

の実績として、活動に要する経費は１人当た

り幾らだったのかをお聞きします。 

   質問要旨３、地域おこし協力隊と河北町民

の交流促進について。 

   昨年度は地域おこし協力隊の報告会をどん

がホールで行いましたが、一般町民の参加は

数えるほどしかいませんでした。このような

年１回しかない場ではなく、日頃から河北町

民との交流を促進し、人と人とのつながりを

つくり、地域おこし協力隊にとって河北町が

居心地のよい場所となるように努めるべきと

考えておりますが、いかがでしょうか。 

   最後に、質問事項３、住みやすいまちづく

りについて。 

   河北町には誇れる伝統文化が様々あります。

それらは先人たちによって現代まで紡がれて

きましたが、人口減少によって途絶える危機

に瀕しております。これから先の未来にもつ

ないでいく責任が我々にはあると思いますが、

現状は有効な対策を打てておりません。この

課題を解決するには、人口減少を止め、さら

には増加に転じさせる必要があると考えます。 

   質問要旨１、通学手段の確保と補助、ＰＲ

について。 

   河北町は自然豊かで、食べ物はおいしく、

伸び伸びと遊べ、子供が健やかに成長するに

は恵まれた環境だと思いますが、高校生とな

ると駅までの送り迎えが必要になったり、通

学費用がかさんだりと、親にとっては負担が

大きくなってしまいます。今年の４月からは

土日の寒河江駅までの山交バスがなくなり、

ますます負担が増える一方です。河北町とし

て通学補助金も出しておりますが、10年後、

20年後、もし平日の山交バスがなくなってし

まったらという不安を抱いている人は少なく

ないと思います。 

   そこで、東根市民バスのような目立つラッ

ピングバスを山交バスと連携して運行しては

どうかお聞きします。 

   質問要旨２、医療環境の再整備について。 

   河北町出身の人は優秀な人が比較的多く、

仕事の都合で都会に出ていってしまっても、

引退後はふるさとでのんびり過ごしたいとい

う人も少なくないと思います。現在は個人開



 - 109 - 

業医の数やドラッグストアの数も比較的多く、

よその人からしたらどうしてこんなにあるの

かと驚かれるといった話も耳にします。しか

し、河北病院の統合や個人開業医の後継者不

足によって医療環境は悪化し、万が一の際に

間に合わないといった状況も出てくると考え

られます。 

   そこで、河北町における医療環境の再整備

を検討する必要があると思いますが、どのよ

うに考えているのかお聞きします。 

   質問要旨３、河北町らしいＣＣＲＣ－Ｙ構

想について。 

   河北町都市計画マスタープランにはＣＣＲ

Ｃ－Ｙ拠点という言葉が載っております。そ

れによると、河北町らしいＣＣＲＣ－Ｙ構想

として、高齢者が地域社会において健康でア

クティブな生活を送るとともに、医療介護が

必要なときには継続的なケアを受けることが

できるような地域づくりを目指し、これに加

えて若者も一緒に暮らす地区の形成を目指す

とあります。これは県立河北病院とその周辺

を拠点としておりますが、現状はこの構想の

ようにはなっておりません。 

   そこで、若者と高齢者が助け合えるまちづ

くりを再検討すべきと思うのですが、どのよ

うにお考えかお聞きします。 

   再質問を留保し、質問を終わります。 

○丹野貞子議長 ３番安孫子真弥議員の一般質問

に対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   ３番安孫子真弥議員の一般質間にお答えい

たします。 

   最初に、可搬式排水ポンプの導入について

お答えいたします。 

   まず１点目、押切地区下釜排水機場周辺に

おける内水処理工法の検討結果についてでご

ざいます。 

   押切排水処理施設の整備につきましては、

令和３年度に基本調査、令和５年度に測量設

計をそれぞれ行い、今年度中の完成を目指し

て本定例会初日に請負契約の締結について議

決をいただいたところであります。令和３年

度に実施した内水処理方法の検討に当たりま

しては、新たに吸い込み水槽と排水ポンプ等

を設置する方法、これと可搬式排水ポンプ車

を導入する方法と比較検討を行いました。 

   ご質問の比較検討した際の排水処理施設を

20年間運用した場合の合計費用は、おおよそ

１億3,000万円でありました。また、可搬式排

水ポンプ車については、毎分60立方メートル

の処理能力が必要であることから、排水能力

が毎分30立方メートル級を２台導入すること

を前提といたしまして、さらに10年後に更新

する費用を含めて、20年間運用した場合の合

計費用はおおよそ２億6,000万円でございま

した。その差はおおよそ１億3,000万円という

ことになります。 

   ご質問にありますように、当初見込んでい

た工事費がおおよそ7,200万円であったとこ

ろ、資材費あるいは労務費の高騰に加え、河

川管理者の国交省と協議を進めた結果、護岸

工、管埋設工など、工事量が当初見込みより

増大したことがございまして、おおよそ１億

6,000万円を要する工事となった次第であり

ます。それでもなお、固定した排水処理施設

を整備したほうがコスト的には低額となると

いうことであります。また、整備費用面から

の検討に加えまして、ポンプ稼働までの時間、

操作の容易さ、操作員の安全性の確保なども

考慮し、排水処理施設の整備を採用したとこ

ろであります。 

   ２点目のほかの排水機場が浸水した際の復

旧について申し上げます。 

   近年、毎年のように日本各地でこれまで経

験したことのないような豪雨になり、深刻な
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水害、洪水、内水などの被害や土砂災害が発

生しております。 

   河北町災害ハザードマップでは、国の管理

する渋川排水機場、新田川排水機場や東根土

地改良区が管理する荒小屋排水機場の排水施

設は、洪水氾濫エリア内に設置されておりま

す。氾濫後の想定される浸水深は５メートル

から10メートルとなっております。排水機場

が浸水被害を受け機能停止となる場合は想定

しなければならず、早期復旧は重要な課題で

あると考えております。 

   排水設備が氾濫により同時多発的に使えな

くなった場合の復旧に要する期間については、

被害状況によって異なるものと思われますが、

近年の豪雨で被災した国交省の排水機場の事

例を確認いたしましたところ、被災の内容と

しましては電源施設の水没によって排水ポン

プなどが機能停止になることが多いようであ

ります。また、機能停止に陥った場合には、

排水ポンプ車の配備で排水機施設と同規模の

機能を確保した上で、仮設ポンプや発電機設

置など応急対応を実施して、２か月ほどで応

急復旧が完了した事例を確認しております。 

   本町の排水機場等が被災した場合にも、同

様に排水ポンプ車の配備や仮設ポンプ、発電

機設置など応急復旧で排水機能を確保しなが

ら応急復旧を早急に実施するよう、国交省な

ど関係機関に要請する必要があると考えてお

ります。 

   ３点目の浸水継続時間について申し上げま

す。 

   洪水浸水想定区域における浸水の継続時間

は、浸水深が50センチメートルになってから

50センチメートルを下回るまでの時間の最大

値を図化したものであります。想定し得る最

大規模の降雨を想定した令和２年度作成の洪

水ハザードマップに記載しているものであり

ます。例として挙げていただいた荒小屋地区

につきましては、白水川の河道やダムなどの

洪水調整施設の整備状況を勘案して山形県で

シミュレーション予測したものとなっており

ます。 

   次に、地域おこし協力隊の待遇改善につい

てお答えいたします。 

   １点目の地域おこし協力隊の給与水準につ

いて申し上げます。 

   現在、本町での地域おこし協力隊の雇用形

態は、会計年度任用職員として町が直接雇用

する方と町が委託した受入れ団体が雇用する

方がおります。給与等に関しましては、いず

れも同様の条件となっております。地域おこ

し協力隊に支払われる活動経費としては、月

額の報酬、期末手当、勤勉手当の報酬のほか、

住居費、車両費、月35リットルまでのガソリ

ン代、出張旅費、研修費、活動に必要な消耗

品費等を町が負担しております。 

   給与の額は、河北町会計年度任用職員の給

与の決定及び支給等に関する規則で定めてお

りまして、常勤の職員との権衡及びその職務

の特殊性等を考慮し、地域おこし協力隊は月

額18万円としております。なお、この額につ

きましては、令和元年度まで月額16万5,000

円だったものものを、令和２年度から現在の

月額18万円に増額したものであります。これ

に加えまして、本町では期末手当と勤勉手当

を支給しているところであり、これを合わせ

ますと月額約21万5,000円の支給水準となり

ます。 

   地域おこし協力隊の活動に要する経費は、

特別交付税として財政措置されておりますが、

令和６年３月22日に地域おこし協力隊推進要

綱が改正され、会計年度任用職員に対して勤

勉手当が支給されることになったため、活動

に要する経費のうち、給与や手当に当たる報

償費等について上限が280万円から320万円に

引き上げられ、報償費等以外の活動に要する
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経費200万円と合わせ520万円となりました。

ただし、交通条件の不利な地域や特に専門性

の高いスキル、豊富な社会経験を積んだ人材

が必要不可欠な場合、報償費等を増額して設

定することも可能であることから、地域おこ

し協力隊の方への報酬だけでは単純に比較で

きない場合もございます。 

   本町の場合、他の会計年度任用職員からの

給与から見ると、現在の地域おこし協力隊員

の報酬については比較的高い水準と思われま

すが、都会から移住を目的として専用サイト

等で地域おこし協力隊を検索した場合に、希

望する活動はもちろんですが、報酬額につい

ても重要な検討事項となると思われますので、

そういったことも考慮し今後の給与について

検討してまいります。 

   ２点目の地域おこし協力隊員の活動に要す

る経費について申し上げます。 

   それぞれ業務内容や任用開始及び任用終了

期間が違うこともあり、金額に多少の差異は

ございますが、１年を通して活動した場合、

毎月の給与と期末手当を合わせると240万

7,500円となっております。報酬以外の経費と

しては、家賃や自動車借り上げ料、ガソリン

代など、特別交付税で措置される上限200万円

を目安に予算計上してございます。隊員１人

当たりの実績については、それぞれの活動内

容により違うわけでございますが、令和４年

度の実績ベースで見ますと、１人当たり約413

万5,000円となっております。 

   ３点目の地域おこし協力隊と河北町民の交

流促進についてであります。 

   毎月、広報かほくの15日号で地域おこし協

力隊の活動内容の紹介を行ったり、月に一度

定例会を開催し、地域おこし協力隊と関係課

職員同士で活動報告や今後の予定等の情報交

換を実施しております。地域おこし協力隊員

それぞれが各自のミッションに基づき活動し

ており、その活動に関わる町民の方とは日常

的に交流が持たれております。日々の活動を

通して、河北町が地域おこし協力隊の方が

様々なチャレンジができるよう支援してまい

りたいと考えております。また、その活動を

より多くの方に知っていただくため、今年度

も３月に報告会を開催する予定であります。 

   さらに、今年度から、地域おこし協力隊の

任期後も定住してもらえるよう、町内に拠点

を置き起業する方に対し、起業に要する経費

を補助する河北町地域おこし協力隊起業支援

事業費補助金を創設したところであります。

この制度を活用して町への定住につながって

いくことを期待しております。 

   次に、住みやすいまちづくりについて申し

上げます。 

   １点目の通学手段の確保と補助、ＰＲにつ

いて申し上げます。 

   本町は鉄道がない地域であり、バスが地域

住民の移動手段として必要不可欠な公共交通

機関となっております。バスの運行につきま

しては、現在、山交バスと町営路線バスで担

っており、山交路線バスである寒河江・谷地

線には国・県及び町から補助金を交付し、運

行路線の維持を図っております。 

   しかしながら、少子化や人口減少に伴う利

用者の減少、そして働き方改革法によりドラ

イバーの労働時間に上限が課される勤務時間

の規制、いわゆる2024年問題などの影響によ

る公共交通の担い手不足の顕在化に伴いまし

て、これまでの運行を維持することが難しく、

山交バス路線、寒河江・谷地線は令和５年４

月から日曜日・祝日の運休及び平日の20時台

の減便、令和６年、今年の４月からはさらに

土曜日の運休となっております。 

   町といたしましても、高校生の通学手段に

おいては様々な課題があることを承知してお

り、現状だけでなく将来の不安も懸念される
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状況にあると認識しております。 

   山形市に通う生徒は、鉄道と路線バスとい

った公共交通機関の組合せ利用が必要となり、

河北町から鉄道を利用して山形市へ向かう場

合、寒河江市を経由するＪＲ左沢線ルートと、

東根市を経由するＪＲ奥羽線ルートがござい

ますが、通学ルートの選択肢の拡大や利便性

の向上を図るためには、バス路線の維持対策

のほか、鉄道とバスをつなぐ広域的な視点に

立った検討も重要であると認識しております。 

   いずれにしましても、地域公共交通は、経

営面に加え、人材確保の両面でその維持が厳

しさを増している状況にあります。公共交通

機関の維持・確保はもちろん、利便性の向上

と地域公共交通の再構築は、特に自ら自動車

を運転することができない高齢者、そして高

校生の生活基盤、教育環境の改善、ひいては

定住環境の確立を図る上で重要な課題である

と認識しております。 

   このような認識の上に立ちまして、先進地

の視察や講習会での情報収集、有識者との意

見交換などを行いながら、地域公共交通の再

構築に向けた検討に取り組んでまいります。 

   なお、目立つラッピングのバスを山交バス

と連携して運行することについては、バスの

所有の関係や運行方法などを踏まえた検討が

必要です。山交バスとは引き続き協議を重ね、

持続可能な公共交通体系に向けて、利用者の

利便性向上と周知に努めてまいります。 

   ２点目の医療環境の再整備について申し上

げます。 

   河北町における医療環境は、二次医療機関

として基幹的役割を担う県立河北病院を中核

として、地域との連携により高い水準を維持

しているところでありますが、西村山地域医

療提供体制検討会において、本町に所在する

県立河北病院と寒河江市立病院が統合再編し

新病院が整備されることとなったことを受け、

今年度から設置者である県と寒河江市を中心

に協議が進められているところであります。 

   新病院の統合再編につきましては、立地条

件の整理や運営形態の検討、様々な課題を踏

まえた診療機能の整理を行った上で、具体的

な建設候補地、運営形態や構成団体、財政負

担について、令和７年度中に策定される基本

計画に盛り込まれる予定となっております。

新病院は令和13年度開院を目指すとされてお

りますが、それを待つまでもなく、県立河北

病院の医師を中心とする医療体制の充実、救

急医療等への対応が望まれます。 

   今後の統合再編を見据えた県立河北病院の

診療機能の強化の取組といたしまして、県で

は、かかりつけ医や訪問看護、介護施設など

との調整拠点となる地域医療連携ステーショ

ンを整備し、在宅医療の本格実施や退院支援

の強化に取り組むこととしております。また、

高齢者の幅広い疾患に対応するため、令和４

年度から総合診療専門医が配置されておりま

すが、令和６年度に３名増員され５名体制に

なりました。診療機能の強化が図られている

ところであります。今後、西村山地域におけ

る地域包括ケアシステムの中で必要な役割を

果たす病院として、充実した機能が河北病院

に形成され、新病院に引き継がれることを切

望しております。 

   また、河北町内の医療機関は、診療所が16

か所ございます。外来診療のほか、在宅医療

や学校医、産業医、予防接種業務など、地域

内で担う役割が多く、地域医療、救急医療に

おいても関係機関と連携しながら重要な役割

を担っていただいております。かかりつけ医

として身近な場所で受けられている在宅医療

が、今後、開業医の後継者不足で手薄になる

ことが本町でも危惧されるところであります。 

   県では、持続可能な地域医療体制を構築す

る観点から、人材確保を喫緊の課題として、
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県内の診療所の担い手不足を解消するため、

県医師会と連携し、事業承継マッチングサイ

トの設置・運営など、開業医の医業承継に対

する支援を今年度から行うこととされており

ます。地域医療を支える開業医の医療機関の

維持、承継につきましては、今後の医療体制

の重要な課題であると認識しております。

国・県の支援や既に取り組んでいる先行自治

体の支援情報を得ながら鋭意検討してまいる

必要があると考えております。 

   ３点目、河北町らしいＣＣＲＣ－Ｙ構想に

ついて申し上げます。 

   本地域は、県立河北病院の東側に位置し、

大規模小売店舗を含む町道谷地溝延線と町道

高関吉原線の間に広がる10ヘクタールの区域

です。当地域は、県立河北病院の周辺を含め

た長期的な福祉と暮らしの構想ゾーンとして、

河北都市計画マスタープランに位置づけられ

ております。このゾーンでは、商業ゾーン、

健康ゾーン、住宅ゾーン、この３つのゾーニ

ングに基づき、商業施設や福祉施設を複合的

に開発し、高齢者福祉、高齢者住居、若者居

住が一体となった河北らしいＣＣＲＣ-Ｙ構

想の形成を目指しております。 

   その開発については、民間事業者による開

発を想定しており、町としても構想実現に向

けて関係者との調整を図ってまいりました。

現在、商業ゾーン約４ヘクタールに商業施設

が設置され、利用されておりますが、残り６

ヘクタールについては、これまで協議を進め

てきた民間事業者において事業着手のめどは

立っていない状況で、この民間事業者による

開発は現時点で具体的な進展は見られない状

況であります。 

   以上を踏まえまして、令和３年度を初年度

とした第８次河北町総合計画からはこの構想

を外しており、令和８年度に予定している河

北都市計画マスタープランの中間見直しに向

けて検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   ここで議長から申し上げます。 

   ３番安孫子真弥議員の一般質問の途中です

が、ここで昼食のため午後１時まで休憩しま

す。 

     休 憩  午前１１時４０分 

     再 開  午後 １時００分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   再質問に入ります。 

   「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） それでは、再質問に

入ります。 

   まず初めに、可搬式排水ポンプの導入につ

いてですが、先ほど排水ポンプ車の場合10年

で更新とありましたが、排水ポンプ車は10年

で何を更新するのでしょうか。また、その費

用はどれくらいでしょうか、お聞きします。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 可搬式排水ポンプ

の更新に関してのお尋ねでございました。想

定しておりますものは、排水ポンプそのもの

全てを更新するという内容でございます。一

部分更新ということではなくて、排水ポンプ

車そのものを全て更新するという内容でござ

いまして、費用としましては、町長答弁でも

２台と申し上げたところでありますが、２台

で１億1,300万円と見込まれているところで

ございます。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） では、洪水が発生し

た場合、国や県などの関係機関に排水ポンプ

車の手配を依頼するというふうにあったんで

すけれども、例えば山形河川国道事務所が手

配できる排水ポンプ車がどれくらいあるか分

かるでしょうか。 
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○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 山形河川国道事務

所で手配できる台数でありますが、県内に配

備されている台数でお答えいたしますと13台

と把握をしているところであります。それを

適宜その災害の状況に応じて各所に派遣する

というような流れになるかと考えております。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） では、関係機関に要

請する必要があると考えているとの答弁であ

りましたが、事前に協定を結んだり、要請に

どの程度応えられるのかを確認したりはしな

いのでしょうか、お聞きします。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 排水ポンプ車の派

遣につきましては、いわゆる要領であったり、

手引であったり、こういったものが定められ

ておりまして、それに基づいて要請する、派

遣してもらうということになりますが、個別

の協定、多分議員が想定されているのは、例

えば国と河北町とで協定を結ぶとかそういう

イメージを持たれているのかとは思いますが、

個々の協定とかは恐らく国の立場からすると

ちょっとそれはあり得ないというような回答

になるかと思います。 

   やはり同じような災害というのは二度と起

こらないとよく言いますけれども、その都度

その都度の状況を判断して国でも派遣要請を

受け入れてくれるかどうかの判断をするいう

ところがありますので、事前の協定であった

り、今いただいたような確認というのは難し

いのかなと思うところです。 

   先ほど手引と申し上げましたけれども、優

先順位の高いところと国では言うんですが、

要は人命に直接関わるおそれの高いところで

あったり、あとは孤立集落などが発生するお

それがあるところ、こういったところを優先

順位として考えるようです。また、排水ポン

プ車が活動できるようなスペースなども当然

なければいけませんし、そういったことを総

合的に勘案して国で決定していくというよう

な流れであります。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 荒小屋地区などが被

災した場合、１週間程度浸水状態が続くおそ

れがあるんですけれども、こういった場合に

陥ったとき、国などに排水ポンプ車を要請し

て対応を待つだけなのか、それとも河北町と

して何か別の対応策があるのかお聞きします。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 町の手持ちのとい

いますか、現状の対応としましては、消防ポ

ンプ自動車の活用であったり、町所有の可搬

式ポンプを使ったり、あるいは建設クラブで

ふだんから業務で持っていらっしゃる機材を

借りるという対応が考えられるところであり

ますが、ご指摘いただいたような浸水となり

ますと、相当規模の大きい災害ということに

なりますので、能登半島地震もそうですけれ

ども、県内外問わず幅広いところに支援を要

請するなりして対応していくようなお話にな

るかと考えます。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 河北町は水害のおそ

れの多い町と考えているんですけれども、町

としてはどのように捉えているかお聞きしま

す。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 以前ですと、町の

ことをＰＲするのに、河北町は比較的災害が

少ないんですと、雪が降ってもほかの県内の

豪雪地帯に比べれば全然少ないですというよ

うなところでアピールしてきたような経過が

あったかと思いますが、近年の災害の激甚化

とか頻発化という流れの中において申し上げ

れば、完全に水害リスクの高い町という認識



 - 115 - 

で臨まなければいけないと考えます。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 先日、同僚議員によ

る槙川の水害対策に関する一般質問の際、同

じ年に二度被災したこともあったとの情報が

ありました。集約や分散ができる可搬式排水

ポンプは、異常気象が常態化するこれからの

時代を考慮すると必須のツールと考えますが、

いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 議員におかれまし

ては、このたびの一般質問で押切の排水処理

施設整備工事と関連して、可搬式排水ポンプ

のご提案ということでいただいているという

認識でございますが、今回の押切の整備工事

をもって町の防災・減災対策が全て終わった

という認識ではございません。今後ともハー

ド・ソフト両面からのアプローチが必要にな

ってくると考えておりますので、今回ご提案

いただいた可搬式排水ポンプ、議員はただい

ま集約や分散ができるということでおっしゃ

いましたけれども、こちらもやっぱりポンプ

車両の最大の強みであるという認識がござい

ますので、そういった部分も含めて、財源も

そうですし、あとは運用面でも有効に活用で

きるかどうかという部分も含めて検討してい

ければなと考えております。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 可搬式排水ポンプは

単年度で導入が可能です。また、国の主な災

害対応補助金が令和７年度までとなっている

ことを考慮すると、決断すべきタイミングに

際していると考えます。ぜひ未来を見据えた

ご判断を願って、可搬式排水ポンプに関する

質問は終わります。 

   続きまして、地域おこし協力隊の待遇改善

について再質問します。 

   国が定めた地域おこし協力隊推進要綱には、

その趣旨としてこうあります。「人口減少や高

齢化等の進行が著しい地方において、地域力

の維持・強化を図るためには、担い手となる

人材の確保が特に重要な課題となっている。

一方、生活の質や豊かさへの志向の高まりを

背景として、豊かな自然環境や歴史、文化等

に恵まれた地域で生活することや地域社会へ

貢献することについて、いわゆる「団塊の世

代」のみならず、若年層を含め、都市住民の

ニーズが高まっていることが指摘されるよう

になっている。人口減少や高齢化などの進行

が著しい地方において、地域外の人材を積極

的に誘致し、その定住・定着を図ることは、

都市住民のニーズに応えながら、地域力の維

持・強化にも資する取組であり、有効な方策

と考えられる。」 

   この文言からは、地域おこし協力隊の活動

や成果、また定住や定着は地方において重要

と位置づけられていると思いますが、町とし

てどのように捉えているかお聞きします。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 地域おこし協力隊

の定住についてのお尋ねかと思います。 

   議員おっしゃるとおり、地域おこし協力隊

は、都市部から河北町のような地方のほうに

住所を移して、地域課題などを共に解決しな

がら地域活性化に向けて活動していただく方

ということで、任期後は定住、それから定着

につながるような活動をしていただくという

ところが目的になっております。 

   町としましても、そういった地域おこし協

力隊の方が３年間の任期を終了した後、町に

定住・定着していただきたいというような思

いから、今年度、河北町地域おこし協力隊起

業支援事業費補助金という補助金を設けまし

て、起業に係る費用などを補助するというよ

うな制度を設けております。こういったもの

を通しながら、できるだけ地域おこし協力隊
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の方が町に残って、事業を起こしながら定住

していただきたいということで支援している

ところです。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 国が報償費等につい

て上限を320万円と定めているのに対し、現状

は約258万円と60万円以上の差があります。地

域おこし協力隊に係る費用は特別交付税で還

元されることを考慮すれば、上限近くまで給

与水準を引き上げてもよいと思うのですが、

いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 地域おこし協力隊

の給与につきましては、町長答弁にもありま

したとおり、現在は会計年度任用職員の規則

の中で給与を定めさせていただいております。

今後、地域おこし協力隊の方がより活動の幅

を広げられるようなものにつながるように、

今後の予算編成の中で検討させていただきた

いと思っております。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 先ほどの答弁の中で、

地域おこし協力隊の年間の給与実績として

413万5,000円とありました。そこから240万

7,500円を引くと、172万7,500円が令和４年度

の１人当たりの活動に要する経費の実績と捉

えてよろしいのかご確認します。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 地域おこし協力隊

の活動経費ということで、先ほども町長答弁

にありましたように、報償費に当たる部分と

実際の活動に当たる部分ということで、それ

ぞれ分かれておりまして、今安孫子議員がお

っしゃった金額相当が実績ということになり

ます。ただ、協力隊員の方それぞれ活動内容

が違いますので、隊員一人一人の活動内容に

沿った活動の経費をこちらのほうからは支給

させていただいているということになってお

ります。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 確認しますけれども、

地域おこし協力隊は、予算上限まで活動に要

する経費を申請できるのでしょうか。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 地域おこし協力隊

員の活動に関しましては、予算編成の際にあ

らかじめ町と協力隊員の方とどのような活動

をするかというところの話をしまして、その

活動に必要な経費というものを計上させてい

ただいております。その中で実際活動してい

ただくわけですけれども、その際に必要な経

費というのは町で準備しているわけですので、

そこの部分は申請していただくことは可能と

なっております。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 地域おこし協力隊の

活動について、広報かほくでの紹介があると

思うんですけれども、Ａ４用紙の半分程度の

スペースで文字が多く型にはまっており、見

づらいと個人的には感じております。例えば

Ａ４用紙１枚分を活動紹介などで自由に掲載

してもらうというのはいかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 現在、広報かほく

の中で地域おこし協力隊の活動の状況につい

てお知らせさせていただくコーナーを設けて

おります。広報紙という性質上、ある程度ス

ペースが決まっておりますので、広報紙の中

ではその中で活動内容をお知らせさせていた

だいているところですが、それに加えまして

ＳＮＳでそれぞれの隊員が個別に日々の活動

ですとか、重要なお知らせということで情報

を発信させていただいております。そちらの

ほうは自由な形で情報提供させていただいて

いるのかなとは思っております。 

   議員おっしゃるＡ４用紙１枚分での活動紹
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介というようなことも一つの方法ではあるか

と思いますが、地域おこし協力隊の本来の業

務などもございますので、そういった業務の

負担にならない程度でどのような方法がある

か、地域おこし協力隊の方と相談させていた

だきたいなと思っております。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） ＳＮＳ等であれば自

由に掲載できると思うんですけれども、高齢

者などはなかなかＳＮＳを見られない方も多

いと思いますので、ぜひ紙面での広告発表を

お願いしたい、ご検討いただければと考えて

おります。 

   地域おこし協力隊推進要綱には留意事項と

して、「地域おこし協力隊員の活動内容等を広

く地域住民等の関係者に理解してもらう取組

を積極的に行うなど、必要な配慮を行うこと」

とありますが、現状は積極的に行っていると

は思えません。「また、地域おこし協力隊員と

の間に問題が生じている場合は、問題に至る

プロセスを関係者間で共有しながら、問題解

決に向けた調整に努めること。さらに、総務

省や都道府県が実施する自治体職員向けの研

修を積極的に受講するとともに、自治体内部

での組織間の連携を密にすることにより、適

切なサポート体制を確保すること」と記載し

てありますが、サポート体制が確保されてい

るとも思えません。いま一度、地域おこし協

力隊に対する取組を評価し、改善する必要が

あると考えますが、いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 地域おこし協力隊

へのサポートが十分でないというようなご質

問かと思います。地域おこし協力隊は、町の

会計年度職員、それから委託している企業で

勤務していただいている方、それぞれおりま

すが、月１回定例会ということで、地域おこ

し協力隊の方々、それから関係する課の担当

者で定例会を開催しております。その中で、

地域おこし協力隊の活動内容、それからいろ

いろ問題があればその問題の共有など情報交

換をしているところになっております。そう

いった中で悩み、それからトラブルなどがあ

れば、町としましては十分精いっぱいサポー

トしているつもりでございますが、それでも

サポートが足りないというようなことがあり

ましたら、そういった点は反省すべきことか

なと思っております。 

   ただ、研修の積極的な受講ということもご

ざいますが、県で、町、それから地域おこし

協力隊それぞれに対して、それぞれの思いの

ミスマッチなどがないような取組ということ

で、令和４年度からそれぞれに対する研修な

ども実施されておりますので、そういったも

のも受講しながら、これからもより活動しや

すい環境になるように町としてはサポートに

努めていきたいと思っております。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 例えばなんですけれ

ども、月１の定例会があるということで、こ

ちらに町民が参加できるようにするといった

手法はいかがなもんでしょうか。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 月１回の定例会と

いうことで先ほど申し上げましたけれども、

この定例会はあくまでも事務レベルの情報交

換ということで、一般町民の方向けの情報の

提供の場というところとはちょっと違うのか

なと思っております。そういったものはまた

別個に必要であれば考えていきたいと思って

おります。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 地域おこし協力隊推

進要綱には、地域おこし協力隊員の日々のサ

ポートに要する経費として200万円を上限に

特別交付税措置を講ずることとしております。
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必要例としまして、次の取組に係る地域おこ

し協力隊経験者や地域おこし協力隊員を支援

する団体などに委託する経費などを対象とす

るとしており、現役隊員の活動や生活に関す

る日々の相談業務、現役隊員と地域住民との

つながりづくり、現役隊員向けの研修会の企

画・運営などが上げられております。地域お

こし協力隊員の日々のサポートに要する経費

は本町では取り組んでいないと思うのですが、

取り組んでみてはいかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 地域おこし協力隊

員の日々のサポートに要する経費ということ

で、今のところ町ではその事業は取り組んで

おりません。ただ、先ほども申し上げました

ように、県の研修事業というものもありまし

て、地域おこし協力隊の方の研修の中では、

地域おこし協力隊ＯＢの方の講話など、そう

いったところも含まれておりますので、今の

ところはそういったところで対応したいと思

っております。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 地域おこし協力隊員

からは、いいように使われて任期が終わった

ら用済みになるといった声を聞いたことがあ

ります。また、地域おこし協力隊員は多くの

悩みを抱えております。これらの問題を解消

することが町の発展にもつながると考えてお

ります。地域おこし協力隊から好かれる町は、

これから町に移住される人からも好かれる町

であると言えます。ぜひこれを機に地域おこ

し協力隊の待遇改善に取り組んでいただくこ

とを願って、質問事項２を終わります。 

   続きまして、質問事項３、住みやすいまち

づくりについて再質問します。 

   谷地高へのバスの特別運行について、以前

谷地高生への対応を確認した際は、バスを手

配してもらえるように山交バスと協議する旨

を確認しました。今年の４月27日はバスの特

別運行があったようですが、５月11日はバス

の特別運行はなく、谷地高生は登下校の交通

手段を各自で確保する必要があったようです。

なぜ５月11日は特別運行がなかったのかお聞

きします。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 谷地高生の土日のバスの

運行については、谷地高等学校後援会のほう

での事業と承知しております。この後援会の

ほうには町としても今年度当初で50万円ほど

予算をつけて補助という形でさせていただい

ております。詳細につきましては承知得ない

ところでありますけれども、ホームページを

確認しましたところ、５月11日は大会で公欠

となる運動部の生徒を除いては特別時間割授

業となりますということで、バスの特別運行

はないというように谷地高のホームページに

あったようでございます。恐らくこの日は高

校総体の村山地区予選会というものがあった

ように記憶してございますので、その関係で

バスの運行はなかったものと認識しておりま

す。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 谷地高はバスもない

から大変といった印象を持たれないよう、調

整のほどをよろしくお願いしたいと思います。 

   公共交通確保への取組が遅れれば遅れるほ

ど、河北町に住もうと思う子育て世代はいな

くなってしまいます。昨年度の出生者数が60

人を切った今、検討しますなどといった悠長

な対応ではなく、すぐにでも町として公共交

通の確保に全力を挙げて取り組むといった印

象を与えられるような臨時の対応をするべき

と考えるのですが、いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「今田生活環境企画主幹」 

○今田史明生活環境企画主幹 人口減少、人材不

足といった顕在化する中ですけれども、若者
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に対する魅力的な雇用の場の創出、あとは子

育て支援、教育、医療機関の改善、あとは魅

力的な住環境の整備といったようなことはも

ちろんなんですけれども、それに加えまして

地域公共交通の再構築というのは重要な課題

だということは認識しているところでござい

ます。子供の進学先を決める理由の中で河北

町に住みたいとか、あとは河北町に住みたい

ということの理由として公共交通の利便性と

いうことが全てではないと思いますが、そう

いった判断材料の一つになるかなと思ってお

ります。 

   あとは、臨時的な対応になるかはちょっと

分かりませんけれども、令和５年に路線バス

の状態で山交が減便した時間帯に町営バスを

走らすという計画を立てたところですけれど

も、様々な課題が出てきましたので、これに

ついては今のところその部分だけではなくて、

全体的な再構築という形で進めているという

ようなところでございます。ただ再構築につ

いては時間もかかるということもあるんです

けれども、急いですべき対応についてはすべ

きところはするという考えの下、対応してい

きたいなと思っております。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 医療環境の再整備に

ついてお尋ねします。 

   地域医療連携ステーションを整備するとあ

りましたが、整備されるのに際し、町として

はどのように連携、または調整をしていくの

かお聞きします。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 令和５年度に策定し、今

年度から計画期間に入っています第９期介護

保険事業計画の中で、町が目指す地域包括ケ

アシステムの姿というものがございます。そ

の中で、2025年を目途に高齢者が住み慣れた

この地域で自分らしい生活、暮らしを続ける

ことができるように、医療、介護、予防、住

まいの生活支援などを一体的に提供できるよ

うな仕組みづくりを行うこととしております。 

   また、県の病院事業局になるんですが、令

和６年度、今年度なんですが、県立河北病院

では新規事業として予算化されています地域

医療連携ステーションを構築すべく事業化を

進めているところであります。その思いとい

うのは違う方向を向いているわけでもありま

せんので、そこがまだこれから詳細を詰めて

いくというふうなことをお聞きしていますの

で、町としても、医療、介護、生活支援など

とどう結びつけていけるかを県との連携を密

にしながら取り組んでいきたいと考えていま

す。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） では、ＣＣＲＣ－Ｙ

構想について再度お尋ねします。 

   民間事業者による開発を想定しているとあ

りますが、旧町民プール跡地のように、町や

土地開発公社、山形県住宅供給公社などが主

導して開発するのは問題があるのかお聞きし

ます。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 ＣＣＲＣ－Ｙ構想につ

きましては、都市計画マスタープランには商

業ゾーン、福祉ゾーンの複合施設の開発を誘

導するということで、誘導を今まで民間事業

者と行ってきたところではございます。ただ

そこからなかなかうまくいかず、町長答弁に

ありましたようになかなか着手がされていな

いというような状況であります。また、土地

開発公社、山形県住宅供給公社などもやはり

相手のあることですので、その辺も誘導する

ということもありますでしょうけれども、な

かなか難しい状況ではあるのかなと今思って

いるところでございます。 

   町長答弁にありましたように、今後やはり
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令和８年度にマスタープランの中間見直しと

いう期間もありますので、その辺でいろいろ

検討させていただきたいと考えているところ

でございます。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 時間もなくなりまし

たので、最後に、高齢者が激増し、医療従事

者が減少する時代を迎えるに際し、効率的な

ケアや共助によるサポートが必要になってく

ることが予想されますが、まちづくりとして

はどのようにお考えかお聞きします。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 まちづくりということ

で、河北都市計画マスタープランの中では、

このようなＣＣＲＣ－Ｙ構想ということでゾ

ーニングしてこちらのほうに誘導していると

ころではございますが、今こちらに書いてあ

るとおり民間事業者等を募り、いろいろ誘導

していきたいと思っているところでございま

す。 

○丹野貞子議長 「３番安孫子真弥議員」 

○３番（安孫子真弥議員） 以上で一般質問を終

わります。ありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で３番安孫子真弥議員の一

般質問を終わります。 

   ここで暫時休憩します。 

     休 憩  午後１時２９分 

     再 開  午後１時３１分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、10番林智議員の一般質問を行います。 

   「10番林智議員」 

○10番（林智議員） それでは、６月定例会10番

目、最後の一般質問に先立ち、昨日行われま

したべに花マラソン大会での大会運営には、

ここにおられる幹部職員の皆様をはじめ多く

の町職員の方、ボランティアスタッフの皆さ

ん、スポーツフェスのスタッフの方々、また

昨日、同日開催されたいもこ列車の運行にも

町職員の方々がたくさん携わっていただき、

休日にもかかわらず大変お疲れさまでした。

ありがとうございます。 

   また、午後からは谷地高の吹奏楽部のミニ

コンサートもあり、およそ60名を超える多く

の方々が演奏を聞きに来られていました。谷

地高を応援するというところでも、とても大

事なことだと思っています。 

   それでは、通告書に従って質問をさせてい

ただきます。 

   質問事項１、河北町の今後の地域医療と町

の発展の考え方について。 

   昭和50年に河北病院新築期成同盟会が発足

し、昭和56年に移転設置された現河北病院に

おいても、立地選定時には様々な課題が出た

ものの、最終的には河北町はもちろん村山地

域の医療対策の中核的役割を果たしてきたと、

そしてその最大の選考理由は、西村山地区、

北村山地域、そして山形地域をも囲む中心的

位置にあったと河北町の歴史に記載がありま

す。そして、当時の偉大なる方々が多大なる

力を注ぎ込み、現設置場所に誘致した経緯が

あります。 

   さて、現在河北町では昨年度末に西村山地

区医療提供体制検討ワーキンググループの最

終報告が提示され、４月15日号の広報かほく

と一緒に配布された「西村山地域医療提供体

制の最終報告書」や「具体的検討に向けて」

では、町長として町民のために医療機能の強

化、医師の確保、産婦人科・小児科の強化な

ど、よりよい医療提供体制を目指してほしい

と訴えてきたことを説明されました。議会の

中でも同じく説明をいただきました。運営母

体に参加・不参加の考慮、財政的負担の考慮

などを説明いただきましたが、町民に対して

も運営母体に参加することにより懸念される

財政負担が発生する可能性を説明していく必

要があると思います。 
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   町は、町民が新病院の立地に対し、どのよ

うに希望していると受け止めているのでしょ

うか。時代の変化とともに病院を取り巻く環

境も変化してきましたが、河北町の新病院立

地に対する考え方は、医療体制の充実という

点だけでなく、新病院が河北町にあることに

よる地域の発展ということも含めて、広く複

合的な考え方を持って河北町の方針を考えて

いくべきではないでしょうか。 

   そこで、質問要旨１として、町は新病院立

地に対し、町民がどのように希望していると

受け止めているのかを伺います。 

   質問要旨２として、町長は新病院の立地に

ついてどのように考えているのか伺います。 

   質問事項２として、未来を見据えた高齢者

住居支援と障がい者福祉サービスについて質

問します。 

   質問要旨１として、高齢化社会の中で高齢

者の単身世帯が増えることに伴い、配慮が必

要だがまだまだ元気な高齢者世帯に対する地

域優良賃貸住宅などの良好な賃貸住宅整備に

ついて伺います。 

   主に高齢者が利用する施設として、介護保

険が利用できる特別養護老人ホームやグルー

プホーム、デイサービスなどや一部介護保険

も関係するサービス付高齢者住宅、それに福

祉サービス対象外ではありますが、高齢者優

良賃貸住宅などがあります。 

   人口ピラミッドが逆転してきている現在は、

このようなサービスが多く求められているわ

けですが、町内の方にお話をお聞きすると、

元気なうちにうちを処分したい、でも自分は

まだまだ元気で老人ホームやグループホーム

はまだ早い、段差等がなく安心して暮らせる

高齢者向けの集合住宅のようなものが欲しい

という声が聞こえてきます。今求められてい

るのは、配慮が必要だがまだまだ元気な高齢

者のための住みやすい住居環境です。 

   高齢者の単身世帯が増える中、冬期間の雪

掃きや雪下ろしなどの負担をはじめ、一軒家

に暮らすことによる必要以上に発生する光熱

費などによる生活費の圧迫などの様々な負担

の軽減のためにも、コンパクトにまとめられ

た部屋のため様々な負担を抑えられる地域優

良賃貸住宅などの検討が必要なのではないで

しょうか。 

   質問要旨２として、障がいを持つ方のグル

ープホームや学童デイサービス等の住居関係

を含む施設整備について伺います。 

   障がいを持たれる方に関しましては、現在

町内にはみやま荘とみやま荘が運営するグル

ープホームがありますが、障がいの種類によ

り望まれるサービスやサポートが変わります

が、発達障がいなどの方が利用できるグルー

プホーム等住居施設の庁内に整備、検討する

必要があるのではないでしょうか。 

   施設立ち上げにおいても、これまでは関係

団体や地域の方が中心となり立ち上げること

が多いことは十分に分かっていますが、時代

の変化とともに障がいを持たれる方、その家

族を取り巻く環境も変化してきています。住

居施設問題と併せて、障がいを持つ小中学生

が利用できる学童デイサービスも、現在は近

隣市町村に通わなければならないのが現状で

す。 

   以前に同僚議員も質問した際に、利用者の

特性やニーズに合わせた選択のため多くの事

業所に分散して利用しているとのことでした

が、事業所の特徴による選択もあると思いま

すが、それぞれの事業所に空きがないのも現

状ではないでしょうか。学童サービスにおい

ても、町内に設置できるよう行政として事業

者に働きかけ、誘致することも大切なのでは

ないでしょうか。 

   住居施設、学童デイサービスともに、地域

の中、住まいの近くにサービス事業所がある
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ことにより、利用する方、利用する子供たち

のことを地域の方も理解することができるよ

うになることにより、将来的にも使用者や子

供たちが地域で生きていくための協力を得ら

れやすくなるのではないでしょうか。高齢者

福祉と障がい者福祉は別物と感じられるとこ

ろもありますが、どちらも周りの方の理解と

協力が必要という点では共通することです。 

   以上、再質問を保留し、質問を終わります。 

○丹野貞子議長 10番林智議員の一般質問に対す

る町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 10番林智議員の一般質間にお答

えいたします。 

   最初に、河北町の今後の地域医療と町の発

展の考え方についてお答え申し上げます。 

   まず１点目、町は新病院の立地に対し、町

民がどのように希望していると受け止めてい

るか、この点について申し上げます。 

   新病院の立地場所につきましては、これま

での西村山地域の医療提供体制の検討会（中

間報告・最終報告）に基づきまして、町民の

皆様に全戸配布でそれぞれお知らせいたしま

すとともに、ホームページで周知しご意見を

募ったところでございますが、これまで担当

課への直接のご意見はいただいていない状況

であります。今後の検討を引き続き注視して

いる方が多いというふうに受け止めておりま

す。 

   ２点目の新病院の立地についてどのように

考えているかについて申し上げます。 

   立地場所については、県立河北病院の所在

地である当町にとって町民の大きな関心事で

あるとともに、介護・福祉施設との連携、救

急医療など、地域医療と密接に関わる大きな

課題であると考えております。立地条件の検

討は、西村山地域医療提供体制検討ワーキン

ググループ、この最終報告の中で敷地面積が

確保できるかというだけの視点ではなく、患

者、職員、住民の利便性、まちづくり、地域

活性化への貢献にも配慮しながら、総合的に

判断することが必要と整理されております。 

   立地条件検討の主な視点といたしまして７

つ、１つ目は敷地の面積、２つ目はまちづく

り（都市計画区域のマスタープランなど）、３

つ目は災害の動向（ハザードマップなど）、４

つ目は診療エリアの継承、５つ目は交通アク

セス（患者・職員、救急搬送等へのアクセス）、

そして６つ目は整備費用（土地整備・既存建

物の解体等）、７つ目は将来への柔軟性（建て

替えや増築が可能か）と整理されております。 

   これらのことを踏まえて、基本構想の中で

医療機能、療育環境、まちづくり、防災等の

多角的な観点から、目指すべき施設像、立地

条件が整理されます。今年度策定される基本

構想では、これらの条件の整理をした上で、

候補地としての望ましい姿として一定の整理

が示される予定とされております。 

   この中で、新病院の立地については、特に

診療エリアの継承、これは重要な視点である

と考えております。再三申し上げております

けれども、県立河北病院には北村山地域の在

住者が相当数含まれております。入院患者で

21％、外来患者で28％が北村山地域から受診

しておられます。河北町と寒河江市と、そし

てこの北村山地域の利用の方を合わせて全体

で85％、ほぼ占めるということになります。

したがいまして、新病院の立地場所を検討す

るに当たっては、北村山地域の患者を含めた

受診患者数、その重心も踏まえて協議いただ

くようこれまでも主張しておりますし、引き

続き周知をしてまいりたいと考えております。 

   次に、未来を見据えた高齢者住居支援と障

がい者福祉サービスについて申し上げます。 

   まず、１点目、高齢化社会の中で高齢者の

単身世帯が増えることに伴い、配慮が必要だ
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がまだまだ元気な高齢世帯に対する地域優良

賃貸住宅などの有効な賃貸住宅の整備につい

て申し上げます。 

   地域優良地賃貸住宅とは、高齢者世帯、障

がい者世帯、子育て世帯など、各地域におけ

る居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住

の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供

給を促進するため、賃貸住宅の整備等に要す

る費用に対する助成、家賃の減額に対する助

成を行う制度を確立して、優良な賃貸住宅の

供給の拡大を図り、国民生活の安定、福祉の

増進に寄与することを目的とする制度となり、

今回はその中でも高齢者世帯の住居に関する

ことについてお答えさせていただきたいと思

います。 

   町でも高齢化が急速に進み、高齢者の単身

世帯、夫婦のみの世帯が増加しております。

こうした状況の中で、高齢者が安心して住み

続けられる住環境の整備、これは地域の重要

な課題であると認識しております。これまで

町では、高齢者が安心して暮らせるよう、河

北町持ち家住宅補助事業等でバリアフリー化

の推進、冬季の高齢世帯への間口除雪など、

様々な施策を進めてまいりました。 

   また、住宅施策といたしまして、旧高齢者

向け優良賃貸住宅供給助成事業制度を活用し

て民間事業者が平成17年に整備した高齢者向

け優良賃貸住宅に支援してまいりました。こ

の住宅は、高齢者が自立して豊かな生活や地

域コミュニティーの活性化にも貢献している

ものと考えております。しかしながら、その

後、新たにこの制度を活用した高齢者向け住

宅の整備を計画している民間事業はなく、現

在に至っております。 

   高齢化社会がさらに進展する中、高齢者世

帯向けの住宅整備については必要性のニーズ

調査がまず必要と考えております。第９期介

護保険事業計画を策定した際、令和４年度に

実施いたしましたアンケート調査で「今の住

宅に今後も住み続けたい」と回答した方が

83.9％、前回の調査の86.1％より2.2ポイント

減少している状況にあります。今後とも、住

居系施設に対する高齢者ニーズを的確に捉え

ながら対応していく必要があると考えており

ます。 

   ２点目の障がいを持つ方のグループホーム

や学童デイサービス等の住居関係を含む施設

整備について申し上げます。 

   障がいを持つ方のグループホームにつきま

しては、障がいのある方が地域住民との交流

が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の

下、共同生活を営む住まいの場であり、一定

の支援を受けながら施設ではなく地域の中で

暮らしたい方や、施設を退所して地域生活へ

移行したいが単身生活には不安がある方など

が利用しています。具体的な支援内容でござ

いますが、食事や入浴等の介護や相談等の日

常生活上の援助、利用者の就労先または日中

活動サービス等との連絡調整、余暇活動等の

社会生活上の援助を実施しております。 

   グループホームには３つのサービス類型が

あり、１つ目は、主として夜間において共同

生活を営むべき住居における相談、入浴、排

せつまたは食事の介護、その他日常生活上の

援助を行う介護サービス包括型、２つ目は、

昼夜を通して１名以上の職員を配置し、日常

生活上の援助を行う日中サービス支援型、３

つ目は、主として夜間において日常生活上の

援助を行い、利用者の状況に応じて介護サー

ビスは外部の居宅介護事業所を利用する外部

サービス利用型があります。本町にあります

みやま荘共同生活事業所が運営する５つのグ

ループホームは、外部サービス利用型となっ

ております。 

   本町における障がい者グループホームの共

同生活援助の利用者数につきましては、令和
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５年度末現在で９名であります。内訳として、

町内の事業所に３名、山形市、天童市内の事

業費にそれぞれ２名ずつ、寒河江市及び長井

市内の事業所にそれぞれ１名が入所しており、

その内訳として、介護サービス包括型に４名、

外部サービス利用型に５名となっております。

精神障がい者及び知的障がい者の方が利用し

ておりますが、どのようなグループホームに

入所するかについては、障がいの種別や支援

区分により一律に決まるものではございませ

ん。相談支援事業所が利用者のサービスに対

する希望や個々の性格、障がいの特性などを

考慮してグループホームを紹介し、体験入所

等を経て利用者が決定いたします。 

   一方、放課後等デイサービスにつきまして

は、小学生から高校生までの障がいのある児

童生徒を対象としたもので、学校の放課後や

夏休みなどの長期休暇中に利用できるサービ

スであります。学校や家庭とは異なる時間、

空間、体験を通して、個々の子供の状況に応

じた発達支援を行い、子育ての悩みに対する

相談など、家庭へのサポートも行うことによ

り、保護者が子供に向き合うゆとりと自信を

回復することも、子供の発達に好ましい影響

を及ぼすものと期待されております。 

   本町における放課後デイサービスの利用者

数につきましては、令和５年度末現在42名が

近隣市の事業所を利用しております。内訳と

いたしまして、寒河江市内の事業所に37名、

東根市内の事業所に８名、天童市内事業所に

７名、山形市内及び鶴岡市内事業所にそれぞ

れ１名となっております。また、小学生は20

名、中学生は18名、高校生は４名が利用して

おり、利用者には１人で普通の事業所を利用

する場合もございます。 

   事業所ごとの支援内容は様々であり、他人

との関わり方など社会生活適応支援を提供し

ている事業所もあれば、体の動かし方など身

体機能支援を提供している事業所もあり、事

業所によって特色が異なります。一人一人の

放課後等デイサービス計画に沿って複数組み

合わせて支援を行い、適したサービス事業を

利用者が選択することから、利用事業所が複

数にわたっている理由ともなっております。 

   現在の寒河江市西村山管内におきましては、

寒河江市にのみ事業所があり、本町で利用者

が多い寒河江市内の事業所では送迎のサービ

スも行っている事業所もございます。周辺の

利用者にとって不便がないよう配慮がなされ

ているようであります。事業所によっては空

きが少ないところもございますが、放課後デ

イサービスを利用したい方が利用できないと

いうような事案は発生しておりません。 

   町として、グループホームや放課後等デイ

サービスについての施設整備の計画はなく、

また、民間事業者等が本町の中で新規事業を

開始するような計画も確認されていない状況

にございます。 

   近年、障がい福祉サービスの実績、経験が

あまりない事業者の参入により、障がい特性

や障がい程度を踏まえた支援が適切に提供さ

れないといった支援の質の低下が懸念されて

おり、全国的にはサービスの質の向上が重要

な課題となっていると承知しております。町

といたしましては、まずは利用者ニーズを捉

え、保護者や関係機関等からの意見聴取など

情報収集に努めながら、障がい福祉サービス

事業者の新規参入などの相談があれば、適切

に対応してまいりたいと考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「10番林智議員」 

○10番（林智議員） ご答弁ありがとうございま

す。 

   それでは、早速、質問事項１の１点目の町
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は新病院の立地に対してどのように希望して

いると受け止めているのかについて再度お聞

きします。 

   この質問は同僚議員も多数聞いているとこ

ろであり、それだけ議員も町民もすごく気に

している部分というのを受け止めてのお答え

をお願いしたいと思います。今のご答弁の中

で、担当課への直接の意見は届いていない、

なので、今後の検討を町民は注視しているの

ではないかと受け止めているとのことですが、

要するに検討をどのように町がするのかを注

視しているが、町民は格段意見や希望は持っ

ていないというふうに受け止めているという

ことなのでしょうか、お聞きします。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 前の議員とのやり取りの

中でも、町民がどのような希望をしていると

いうふうな受け止めということは質疑ありま

したけれども、これまでも中間報告なり、最

終報告なり、それぞれ全戸配布をした上で、

まず意見というものがないかということを聞

いておりますが、なかなかやっぱり直接は届

けにくいのかなということもあるとは思うん

ですが、今現在町民の方が恐らく気にしてい

るというのは、まだ立地についての検討がな

されていないということで、その様子を今現

在は注視しているということではないのかな

と。具体的に恐らく病院がそこにあるという

ことを希望する方はいるんでしょうけれども、

これまでのやり取りも踏まえた中で、今後こ

れから協議会とかのやり取りもありますので、

そこらを注視しながら立地についての大枠と

いいますか、考え方などが出るようなことを

気にしているのかなとは捉えております。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） なかなか質問しづらい部分

なので出てこないということをおっしゃって

いるのかと思いますが、もちろん最終報告や

町としての考え方を町報と一緒に配布した中

で意見を募集しても出てきていないのかもし

れませんが、これまでいろいろなところで町

長も町民の方と話す機会がある中で、やはり

河北病院について、新病院について町民の方

は希望を伝えていると思うのですが、そうい

ったところで町長に町民の希望が届いている

ということはないのでしょうか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 私に対しては、河北病院のいろ

んな話題はいっぱいあります。ただ、まとま

った整理として、意見が整理された形で来て

いるということはないということであります。

町長と語る日でも、病院のことが話題になっ

たことは何回かあります。また、常日頃の私

のいろんな仕事を通しての中で、多くの関係

者と話ししている中で、様々な心配している

声はもちろん、あとこれまで河北病院がいか

に河北町にとって大事な存在であったかとい

うこと、そして今河北病院が直面している問

題、危機感、それは私は町民の方と共有して

いると思います。 

   その共有している中で、私はこの問題がコ

ロナ前から健全化問題、あと休診問題、そし

てコロナを経て、今回の新たな医療の再構築

に向けた医療体制の整備、もう足かけ五、六

年にも入るかと思います。町民の方との意識

は共有して臨んできたつもりですし、町民の

方々からは、私のこれまでのこの問題との関

わりの中で発言してきたことについては共有

した中で発言していると。ただ、それがなか

なか大方の方向には行かない。それだけに危

機感を持ってこれからの推移を重大な関心を

持って注視しているというのが現状だと思っ

ております。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） 要は町長と語る会なりいろ

んな会合の中で、町民が病院に対して心配し
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ている声は町長に届いている。ただその中で

立地に対する心配、意見というのがあったの

か、なかったのか。あったのであれば、それ

は立地に対する意見として町長に言ったので

担当課には伝わっていないというだけで、町

として町長として受け止めているのかをお聞

きしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 これまで地域の医療提供

体制の問題については、町長と語る日とかと

はまた別な問題でありまして、町の中で検討

会、ワーキンググループでどのような形で話

し合われたかというふうなものは、中間も踏

まえて最終という形で町民の皆様方にはお伝

えしているつもりです。その上での意見は、

まだ具体的なものはいただいていないという

ことで、町民も注視しているのではないかと

いうことで考えております。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 今の河北町病院がこれまで河北

町にあるその重要性、そしてそれに対する町

民の気持ち、今の河北病院が十分な敷地があ

る中で、もう建て替えが迫られている中で、

そしてまた新しい医療体制も組んでいかなけ

れば、今の医師不足、あるいはこれからの応

えられる医療は今の病院のままでは運営でき

ない。その上に立って、何とか今の河北病院

に新しいこれからも持続的に地域の医療を果

たしていける病院が来てほしいなと、できて

ほしいな、願いは皆さん持っていると思いま

す。私自身そう思っています。 

   ただ、先ほど言いましたように、これまで

これは一河北町の問題ではなく、県立河北病

院の問題であり、寒河江市立病院も類似機能

があってなかなか医療資源が分散化していて、

河北病院も寒河江市立病院も今の西村山地域

の中で非常に脆弱な医療体制に直面している

と。そこをどう乗り越えていくのかというの

が今回の問題だと思います。 

   願望レベルでなくて、いかに、私としては

当然、西村山地域の医療ではありますけれど

も、河北町の町民にとって医療体制がどうあ

るべきか、どうあることが町民の医療にとっ

てベストなのか。そのために新病院をどうつ

くっていくのか、あるいはつくってもらうよ

うに町として周知をしていくのか。その上で

町として何をすべきなのか。町民の医療は、

総合病院と三次医療機関と、山形中央を中心

とする三次医療、そして何とか西村山地域に

二次医療機関は維持していくんだということ

は盛り込まれました。その上に立って今検討

が進んでいます。そういった二次医療、三次

医療だけでなくて、一次、二次、三次、セッ

トになって町民の医療は確保されるものです。 

   午前中の質疑、そして先ほどの安孫子議員

の質疑でもありました。これからの河北町民

にとっていい医療を再構築する、その上で町

として何がベストなのか。町民の方々にいい

医療を身近に利用してもらえるように、一次、

二次、三次、トータルとしてこれからのいい

医療を目指すべく、それを町民の方々は注目

しているということだと私は理解しています

し、そのレベルでしっかりこの問題に向かっ

ていきたいという覚悟であります。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） いい医療、もちろんそれは

分かります。ただ今私が聞いているのは、町

は町民が新病院の立地に対してどういう希望

を持っているのか、理解しているのか、受け

止めているのか、分かっているか、分かって

いないのか。町民の多くは、新病院もぜひ河

北町にと思っているはずです。思っています。

そのことを受け止めているのか、受け止めて

いないのか、お聞きしています。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 受けられる医療というふ
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うなものは将来的に継続されて、どういった

医療を受けられるのかというふうなことを町

民は考えているかと思います。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） なかなか話が、当局のおっ

しゃることももちろん分かるわけですが、将

来的に受けられる医療、これはとても大切な

ことです。その中で、やはり今までもこうい

った話、河北病院を考える会もずっと町で行

われてきたと思いますが、そういった中でも

やはり立地に対しては河北町にという声が出

ていたはずです。なかなかそういったところ

を分かっていても難しいのかもしれませんが、

なぜ町民がそう思うのか。 

   午前中も同僚議員も言っていましたが、河

北町に病院があるだけで安心という言葉もあ

りましたが、医療、もちろん町の中には個人

開業医もたくさんあります。でも、私たち車

に乗れる人間は、何か所か開業医を回っても

大した不便ではありません。車のない方、タ

クシーで１日に３か所も４か所も回る。交通

費もかかります。でも、河北病院のように総

合病院、診療科が何科も開設してあるところ

であれば、１か所に行けば多くの科目を受診

することもできます。もちろん町長がおっし

ゃっているように、日本中どこでも同じ医療

を受けられる、公平な医療を受けられる。河

北町にあってもどこにあっても、北村山公立

病院に行っても、県立中央病院に行っても受

けられる。そうかもしれませんが、車のない

人がそこまで行くまでどれだけ大変なのか。 

   それと一緒で、河北病院が今河北町にある

から、医療を受けるに当たってすごく恩義を

受けている部分があると思いますが、これが

やはり新病院の立地によっては様々な不便な

方が出てくるというのをしっかりと受け止め

ていただいて、そういった今まで河北病院を

受診している患者さんが同じような環境で受

けられるようにというのが大前提にあるため

に、町民がどのように思っているのか。最終

報告を出した後に意見がないからというだけ

ではなくて、これまでもずっと河北町にとい

う言葉がところどころで町長には届いている

はずです。そういったところをしっかり受け

止めていただきたいと思うのですが、その辺

は受け止めていただけるのでしょうか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 受け止めております。問題は、

医師が必要だということです。無尽蔵に、当

然公立病院ですから、お金をそこにつぎ込め

ば病院が機能するかと。それですぐ今の医療

現状にない中での今の議論をせざるを得ない

と。そこに直面しているということです。し

たがいまして、いい医療をいかに身近で享受

できる医療を確保していくか、そこに尽きま

す。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） まずは受け止めていただい

ているということで、その辺は大変ありがた

く思います。そして、とにかくいい医療をし

てもらうために医師の確保、これは私、立地

立地と言っている中で、現河北病院を残せと

言っているわけでなくて、新病院を立地する

に当たってどう考えているのかという部分で

あって、そういった意味ではいい医療体制を

つくる中で、新病院の立地をぜひ河北町にと

いう河北町民の気持ちを分かっていただいて

いるのかというのが今の質問でした。もちろ

ん分かっていると思って聞いてはいるんです

が、分かっているという言葉がお聞きしたか

ったので、あえて何回も聞いていました。 

   では、２点目の町長は新病院の立地につい

てどのように考えているかという中で、いろ

いろな中でとにかく私が感じているのは、今

北村山地域の患者を含めて受診患者数の重心

を踏まえて協議していただけるように主張し
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ていくと訴えていくんだと感じているんです

が、まずはそこが立地について河北町の望む

ところ、もちろん医療の充実が大前提ではあ

りますが、立地という観点からいけば、現患

者のことを考えて、患者重心を踏まえて協議

してほしいというのを訴えていくということ

でよろしいのでしょうか。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 特に町が申し上げたいと

いうふうなところで、北村山エリアの方の県

立河北病院の患者のことについては、ワーキ

ンググループのときに、そこについては残念

ながら入っておらなかった経過がございまし

た。そこを入れたからどのぐらい動くとか、

そういったものではないんですが、また患者

の継承というところでも、様々な立地に関し

ては条件がございます。基準的な考え方がご

ざいます。その１項目にすぎないんですが、

そういった項目、うちのほうでそこは不十分

だと考えておるところはこれまでどおり申し

上げて、条件をきちっと、後ろ盾を確認した

上で初めて立地というものを検討できるんで

はないかということで、７つの項目だけに限

らないと思います。立地に関しては、様々な

項目があるとは思いますが、それらトータル

で総合的に考えていくものだと認識しており

ます。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） もちろん今課長がおっしゃ

られたように、総合的にいろんなことを加味

しながらというのはもちろんですが、やはり

河北病院受診患者の約３割、北村山地域から

の受診患者がいるということですが、北村山

地域の受診患者を加えた患者重心というのは、

これは前回３月末の最終報告の後からですが、

現在までに提示はされたのでしょうか。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 その内容につきましては、

昨年度までの検討会のワーキンググループに

おいての問題でありましたので、今回の構想

においての立地を考える場合には、その重心

も加味して入れていただきたいという要望を

行っているものであります。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） 要望だけでなく、河北町と

して今後いろいろなことを新しい検討会のほ

うに意見を述べていくに当たっても、こうい

った患者重心というのは必要な素材になって

くると思うのですが、こういったことの提示

を県のほうに求めていくということはしない

のでしょうか。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 これまでも申し上げてき

ましたが、今回構想の中で、あくまでも立地

についての望ましい姿として候補地に一定の

めどをつけるというのは今年度の構想の中で

あります。その中でも、必ず北村山の患者に

ついてどれぐらいの患者がいるかということ

も加味した上で立地は検討していただきたい

というふうなことを今までも申し上げてきま

したけれども、今後、意見を求められた場合

もそのように要望していくつもりでございま

す。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） すみません、要するに北村

山地域を含めた患者の重心は求めていかない

ということでいいんでしょうか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 県に申し上げるという回答を今

矢作課長は申したんです。 

   中間報告、あと最終報告の中では、人口の

重心と患者の重心が２つ、参考資料に載って

います。それはあくまでも西村山地域の人口

であり、患者動向です。私がその報告に対し

て申し上げたのは、西村山地域の医療だから、

まず人口はそうでしょうと。人口までも北村
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山地域の人口を全部入れるとか、そういった

ことはできないという、そこは西村山地域の

医療体制ということでは一定の理解はいたし

ます。 

   ただ、患者に別に村山市の患者ですとか関

係ないですよねと。全て受け入れるわけです。

実際利用しているわけです。したがって、患

者は、今の病院の患者、西村山に限定すると

いうことに合理性はあるんですかということ

を申し上げ、今年度の基本構想、来年度の基

本計画の中でこれを踏まえて、ただ踏まえる

だけでなくて、あくまでも検討の要素の一つ

ですから、それで全てが決まるわけではない

のは前提の上で、きちっと北村山の患者の動

向も増えた重心はこうです。西村山で見れば

こうです。災害は、まちづくりとの関連は、

いろいろトータルして、したがって、少なく

ともこれまでの中間報告、最終的な報告の中

で、北村山地域の患者動向は踏まえた上で総

合勘案してくださいというのが私の立場であ

り、これからもそれで臨んでいくということ

であります。 

   ただ要望とかなんとかということではなく

て、これまでも検討会に臨んできた立場とし

て申し上げておりますので、今後の検討に引

き継がれていると私は信じております。どう

いう形で県から、あるいは協議会から、関係

市町として私どものほうにどのタイミングで

どういった形で提示になるかは分かりません

けれども、その提示は強く求めていく、そう

いった考えであります。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） すみません、私の聞き間違

いでありましたが、そういった感じで県にお

願いをしていくのであれば、今どのタイミン

グで出てくるか分からないということだと思

いますが、できるだけ町としては答えがすぐ

に欲しいんだということを伝えていただきな

がら、それを今後の意見の検討課題になるよ

うに出していただきたいと思います。 

   それで、立地に関して様々な検討課題とい

うことでありますが、検討課題の中に敷地面

積が確保できるかどうかの視点だけではなく、

患者や職員、住民の利便性やまちづくり、地

域活性化への貢献にも配慮しながら総合的に

判断する必要があるというふうにあるのです

が、新病院を河北町に立地した場合のまちづ

くり、例えば地域活性化の町としてのイメー

ジなど、そういったものはつくっているので

しょうか。やはり相手から出てきた情報に対

して町で今後検討するというのだけでなく、

町が意見を出していけるようにするには、そ

ういったイメージ、地域活性化という部分で

のイメージなどはつくっているのかお聞きし

たいと思います。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 新病院が河北町に立地し

たとしてのまちづくりの構想は持ち合わせて

おりません。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 河北病院をめぐっては、今日だ

ったか金曜日だったかの質疑、両方あります

けれども、今の河北病院の医療体制の脆弱性

は皆さん肌身で感じていることだと思います。

やっぱり教育と医療と、あと地域公共交通、

一般的な地域活性化、人口増対策、いかに少

子化に歯止めをかけるか、個々の問題は置い

ておいて、やはり公的サービスということで

いうと、医療と教育と地域公共交通、私はこ

れは３つ重要なポイントだと思っています。 

   その中の医療の問題であります。まずは、

今医療がこういう局面にあるわけですから、

町民にとって、繰り返しますけれども、ベス

トの医療体制を今後に向けて、これからの10

年、30年先を見据えた医療をどう形成してい

くかというところに立ってのこの問題との私
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は向き合い方だと考えております。医療のた

めにベストを尽くします。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） ありがとうございます。も

ちろん医療、そこが一番重点、大事な部分で

はあります。しかし、私たちが思うのは、一

番大事な医療、その次にそれを取り巻く環境、

そこが大事なのであって、立地に関しても７

つの要件の中には敷地面積、まちづくり、災

害動向、診療エリアの継承、交通アクセス等々

ありますが、やはりまちづくりというものが

入っています。地域活性化への貢献というの

も大事な部分です。河北町、先日の同僚議員

の質問の中でも消滅危惧自治体という言葉が

出てきています。病院誘致というものを考え

ながら新たなまちづくり、そういったことを

考えていかなければならないのではないでし

ょうか。 

   昨年度、出生者数60名切ったと先ほども同

僚議員が言っていました。今年度５月、６月、

出生者数、何人かもちろん町長は分かってい

ると思いますが、６人ですよね。今年２か月

で６人、単純に計算したら１年で36人。もち

ろんそんな簡単に単純計算ではいかないと思

いますが、そういった人口減に歯止めをかけ

るためにも、病院があることによる町での関

連産業の活性化、そういったことをしっかり

提案していくことがとても大事だと思うので

すが、いかがお考えでしょうか。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 先ほどから申し上げてお

りますが、病院のあるなしではなくて、町民

がいかにいい医療を受けられるかというふう

な、未来永劫継続して受けられるということ

が一番重要なポイントだと認識しております。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 そのことを含めて、先ほど私が

申し上げたとおりです。非常に大事な医療政

策に関わる問題です。その上に立って、定住

環境、あるいは子育て環境、そして安心して

住み続けられる高齢者にとっても安心できる

医療環境、これはトータルなものとしてまち

づくりに関わってくるものであります。そう

いう認識に立って私はこの問題に向かってい

るつもりですし、それは今後とも変わりませ

ん。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） いい医療環境、とにかくそ

れはもちろんそうです。いい医療環境、いい

提供体制、全てがそこにつながるわけですが、

なかなか大変難しい問題の中で、今まで病院

の質問の中で病院の歴史というところに出て

きているのが、要は昭和22年に日本医療団が

等々ということで何度も説明を受けています

が、私が大事だと思うのはそこではなく、そ

の後、現河北病院が今の地に移転してきた経

緯、そこが大事なのではないかと考えていま

す。当時の町長が県立河北病院の移転・新築

の達成を公約にして頑張り、河北病院新築期

成同盟を設置し、町の当局、町議会議員、地

区区民、町医師会関係者と連携して発足させ、

当時の県等にも働きかけ、もちろんその当時

県も大変な財政難であったというもの、また

置賜地区など、県立病院のない地区に県立病

院移転させるべきなどいろんな意見があった

ものの、当時の町長はじめ関係者が県に対し

て熱い要望、熱意を持ってやったことにより、

現河北病院の地に設置が決定したと記録に残

っています。県のものだから関係ない、関係

ないではないですね。県のものだから口は出

せない、寒河江と県の問題、そうではありま

せん。今この河北町の地にあるのですから、

これまでの患者のニーズ、要望に応えるべく、

いい医療体制を、いい医療をまたこの地で展

開できるように、町民が町が一致団結して訴
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えていくのが大事なのではないかと思ってい

ます。そのことについてどう受け止められる

でしょうか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 現在の病院に移転した際の経緯

も私は全て頭に入れてあります。その上でこ

の問題に向かっております。今これからの医

療に向けてベストを尽くしてまいります。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） ありがとうございます。 

   とにかくこれまでの経緯、そういったこと

をしっかり踏まえていただける、知っていた

だけているということで、もちろん知ってい

ただけているという前提でお話はしています

が、やはり県のことなので口は出せないでは

なく、県だろうが寒河江だろうが河北町は河

北町としての意見をしっかり述べていく。そ

のために町民の気持ちをしっかり捉える。町

民の気持ちがこうやって今回一般質問の中で

５人の議員が町の病院について意見を出して

いるのはそういうことだと思います。しっか

りと受け止めて今後の検討会等で意見を述べ

られるときは、町の意見として、町民の意見

として、気持ちとして代弁をお願いしたいと

思います。 

   最後、時間がなくなりましたが、高齢者住

居についてお伺いしたいと思います。 

   現在、高齢者優良住宅さんがありますが、

現在設置された後は設置がないということで

ありますが、現に今の制度というか、高齢者

優良賃貸住宅制度が現在はもう廃止になって

いるので、新たな制度として地域優良賃貸住

宅という形に変わっています。やはり河北町

は高齢者の方が増えてきた中で、そういった

様々な問題の中、また空き家問題も出てきて

います。昨年度も行政代執行も出てきていま

すが、やはり元気なうちに家族に迷惑をかけ

たくないということで、そういったことを希

望されている方もいらっしゃいますが、そう

いったことについて改めてどのように受け止

めているのかお聞きしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 高齢者向けの優良な賃

貸住宅のことについてです。既存の高齢者の

優良住宅について、今15戸管理中で、少し空

いているという状況がございます。今後どの

ようにしていけばいいのかということも、先

ほど町長答弁にもありましたように、ニーズ

調査等いろいろやっていかないと、建設等、

また民間業者からの誘致をお願いするという

ような形を取るのもなかなか難しいというこ

とを考えておりますので、やはりニーズ調査

を大事にしていきたいと思っております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 以上で10番林智議員の一般質問

を終わります。 

   ここで14時50分まで休憩とします。 

     休 憩  午後２時３２分 

     再 開  午後２時５０分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

○丹野貞子議長 日程第２、議案の審議、採決を

行います。 

   お諮りします。 

   議案が事前に配付されておりますので、審

議の際の議案の朗読は省略したいと思います。

これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議案の朗読は省略することにしま

す。 

   議事の都合上、令和６年度河北町一般会計

第１回補正予算に関する議案について先議し

ます。 

   議第41号河北町課制条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 
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   「須藤防災・危機管理監兼総務課長」 

○須藤俊一防災・危機管理監兼総務課長 議第41

号河北町課制条例の一部を改正する条例の制

定についてご説明申し上げます。 

   この条例は、各課の分掌事務を設定するも

ので、第２条くらし応援課へ町民生活及びく

らしの応援に関する事項を加えるものであり

ます。 

   なお、この条例は公布の日から施行するも

のであります。 

   以上、よろしくお願い申し上げます。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそ

れぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議第41号河北町課制条例の一部を

改正する条例の制定については原案のとおり

可決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第39号令和６年度河北

町一般会計第１回補正予算についてを議題と

します。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （５番、７番、10番、11番、14番の通告あ

り） 

   ５番、７番、10番、11番、14番、落ちあり

ませんか。 

   それでは、「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 14、15ページ、２款３

項１目戸籍住民基本台帳費、住民票等コンビ

ニ交付システム導入業務委託料2,602万7,000

円についてお伺いをいたします。 

   コンビニ交付はマイナンバーカードやスマ

ホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォン

を利用して、市町村が発行する証明書、住民

票の写し、印鑑登録証明書等が全国のコンビ

ニエンスストア等の端末、マルチコピー機か

ら取得できるサービスと認識しております。

システムについてお伺いをいたします。地方

公共団体情報システム機構に委託するのかお

伺いします。コンビニ交付導入のメリットと

参加要件をお伺いします。コンビニ事業者等

への委託手数料についてお伺いします。 

   以上、お願いします。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 14ページ、15ページ、

２款３項１目の戸籍住民基本台帳費の住民票

等コンビニ交付システム導入業務委託料の

2,602万7,000円についてでございます。 

   議員おっしゃるとおり、コンビニ交付につ

きましては、地方公共団体情報システム機構

の自治体基盤クラウドシステムというシステ

ムを利用して証明書等を発行することになっ

ております。うちのほうのシステムにつきま

しては、日情システムソリューションズさん

がシステムのベンダーとなっておりますので、

そちらと委託契約になろうかと思います。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 先ほど、コンビニ事業
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者等への委託手数料についてお伺いしたんで

すけれども、地方公共団体情報システムのホ

ームページだと１件当たり117円とか、あと通

常負担金年間当たり、一般的なコンビニ交付

の導入額を見ると、一般的な町村の場合は69

万963円とホームページにはありました。これ

以上にかかっているということは委託先のシ

ステムとの整合性とか、そういう河北町とシ

ステムをつなぐための手数料ということで増

額なんでしょうか。お願いします。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 失礼しました。先ほど

コンビニ交付についてのメリットということ

で答弁をちょっと忘れておりましたので、さ

せていただきます。コンビニ交付のメリット

としましては、役場ですと８時半から５時15

分までとなっておりますが、コンビニ交付に

なりますと、朝の６時30分から夜の11時まで

土日問わず、住民票と印鑑証明書が取得でき

るようになります。ただ、参加要件につきま

しては、コンビニ交付を受けるものは有効な

マイナンバーカードを持っている方に限られ

るということであります。 

   あとは、今度利用料関係についてでありま

す。議員おっしゃるように、今までですとＪ

－ＬＩＳ、地方公共団体情報システム機構を

使いますと、市町村人口が３万人以下の場合

は、これまでですと議員おっしゃるとおり69

万963円の年間の利用料がかかっておりまし

たが、令和５年度からは34万5,481円に引き下

げられたところでございます。こちらの金額

は、市町村のコンビニ交付の推移状況を踏ま

えて２年に一度見直すこととなっております。 

   あと、117円につきましては、これはコンビ

ニ業者への委託料となっております。住民票

で例を申しますと、窓口で住民票を交付しま

すと手数料400円でお渡ししているのですが、

コンビニで交付してもらいますと117円のコ

ンビニ業者への委託料、あとはさらにはクラ

ウド利用料としまして180円、こちらは地方公

共団体情報システムへ支払いするクラウド利

用料180円、さらには先ほど申しました１年間

の年会費34万5,481円分が発生しますので、お

おむね400円で住民票を発行しましても、三百

九十何円ほどの手数料がかかってしまうとい

うような状況になっておるところです。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 終わります。 

○丹野貞子議長 以上で５番石垣光洋議員の質疑

を終わります。 

   次に、「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 10ページ、２款１項２

目会計管理費の庁用器具費にセルフステーシ

ョンの導入費と、それから辞書配信センター

使用料26万4,000円とありますけれども、どん

な機械が導入されるのか。具体的イメージが

分かるように説明してください。それと、辞

書配信センターの使用料というのは、初めて

聞く内容ですが、どんな内容なのか説明して

ください。 

   それから、12ページ、２款１項６目町の公

式ＬＩＮＥアカウント機能拡充追加業務とい

うのはどんな機能が追加されるのか。具体的

イメージが分かるように説明してください。 

   さらに、同じページの２款１項10目70周年

記念事業費91万2,000円の内容について説明

してください。 

   ２款１項11目、同じページですが、定額減

税補足給付金等事業ということで１億5,700

万円余りですが、定額減税というふうに減税

をすると、給付金にしたらどうだと言ったけ

れども、減税だというふうに進んでいったあ

の事業だと思うんですが、なぜ給付金なども

出てきたのか、いきさつについて説明してく

ださい。あと、給付を受けることになるのは
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どういう条件の場合なのかについても説明を

求めます。 

   さらに、結構な金額もあって、中身も複雑

そうで、町で本来の業務でないような仕事が

増えるんだと思うんですが、負担増はどのぐ

らいあって、その費用補塡というのはあるの

かどうか。さらに、業務委託とありますが、

委託先はどこになるのか。会計年度任用職員

などを雇用するとかという方法との区別です

ね。委託との区別はどうやってやっているの

かについてお聞きしたいと思います。 

   それから、今質疑あった14ページ、２款３

項１目住民票等コンビニ交付システムであり

ますけれども、対応できるのは住民票などと

いうことでしたが、どんな内容なのか。有効

なマイナンバーカードとはどこまでちゃんと

したやつなのか、この費用ですね。口座から

落とすための口座番号なども一緒にひもづけ

したものでないと駄目なのかどうか。案につ

いてお聞きします。 

   あわせて、コンビニ交付システムではあり

ますが、コンビニ収納などはどんな関わりが

出てくるのかお聞きしておきたいと思います。 

   それから、24ページ、８款４項２目公園管

理費のことでありますけれども、テニスコー

トをバスケットハーフコートに変えたと聞き

ましたが、随分床が滑りやすくて、楽しく使

えるんだけれどもなんていうんですが、そう

いった問題に対応できる予算かどうかお聞き

しておきたい。 

   以上をお聞きします。 

○丹野貞子議長 「軽部会計管理者兼会計課長」 

○軽部昭博会計管理者兼会計課長 10ページ、11

ページの２款１項３目会計管理費の中の17節

備品購入費の庁用器具費ということで617万

9,000円の具体的な内容ということになりま

すけれども、公金ステーションということで、

簡単に言いますと、税金の納付で役場に来ら

れる方が、今平均年間通してですけれども大

体5,000件ぐらいあります。口座振替する方が

基本的になっているんですけれども、それ以

外に銀行か役場に来て税金を納めるという方

が5,000件ぐらいあるということで、その方を

ＡＴＭのような機械を導入することによって

振り分けをさせていただきたいということで

あります。その公金ステーションを入れるの

が、617万9,000円というのは器具費になりま

す。 

   その納付書、今現在ですけれども町民税と

か固定資産税、国保税、軽自動車税とそれぞ

れ納付書が違うわけですけれども、それを機

械に入れることによって、ＯＣＲで読み込む

というのが今想定している、導入しようとす

る機械なんです。その帳票を登録するのが辞

書センターというところになって、例えば天

童市の納付書を入れたとすると、それは規格

外だよというのが分かるように登録しなけれ

ばならないということなので、辞書センター

のほうに１回登録して、河北町の例えば軽自

動車税の納付書だよというのが分かるシステ

ムになっていますので、それを入れることに

よって河北町の納付ができる。あと現金を入

れて、領収の印を押して領収書が戻ってくる

というＡＴＭのようなイメージの公金ステー

ションを導入する予定になっております。そ

の辞書センターへの使用料ということで年間

分の26万4,000円がかかることになります。あ

と、ＮＴＴの回線使用料ということで、それ

は通信費ということになりますので、よろし

くお願いします。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 12ページ、

13ページ、２款１項６目広報費の町公式ＬＩ

ＮＥの機能追加でありますけれども、まず１
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つ目がセグメント配信という機能の追加であ

りまして、こちらの機能につきましては、町

の公式ＬＩＮＥに友だち登録していただいて

いる方のそれぞれのニーズに合わせて配信す

る情報を分けるような機能を追加するという

ようなものであります。それをすることで、

より利用されている方から求められている情

報発信ができるのではないかということであ

ります。 

   ２つ目が、チャットボットというものにな

ります。主に文字でのやり取りになりますけ

れども、欲しい情報に簡単にたどり着けるよ

うに、文字で機械とやり取りして情報にたど

り着きにいくとか、あとは簡単な問合せです

ね。定型的なよくある質問なんかに、そうい

った文字で答えが出せるようなものの機能を

追加しようとするものであります。 

   ３つ目としまして、アンケート機能を追加

しようとするものであります。 

   以上であります。 

○丹野貞子議長 「須藤防災・危機管理監兼総務

課長」 

○須藤俊一防災・危機管理監兼総務課長 12、13

ページ、２款１項10目の町制施行70周年に関

する内容でございます。 

   今回の補正につきましては、当初予算で10

月１日の記念式典を実施するに当たり、今回

記念公演というようなことで、具体的には今

谷地の舞楽保存会へ委託をした中で、舞楽の

共演というものを実施したいと。演目する団

体ですけれども、大阪の天王寺楽所雅亮会と

いうところと、あとは東京の雅楽同友会、あ

とは林家舞楽と３つの舞楽を共演したいとい

うようなことで、当初予算では出演料と、あ

とは交通費、宿泊費等について予算計上して

いただいたところでございます。 

   その後、４月以降いろいろ調整入らせてい

ただきまして、その中でまず一つが出演者の

食料費、これは想定が45名程度を見ているん

ですけれども、前日に河北町に入られて宿泊

するんですけれども、記念公演する当日の昼

食の食事代というものを計上させていただき、

あとは具体的なスケジュールの演目なども分

かった段階でチラシを発行して、町民の方へ

周知したいということから印刷製本費、あと

は当日は結構大勢の方々がサハトべに花を会

場にということで想定した中で、車でお越し

になる方もたくさんいらっしゃるということ

から駐車場のガードマン、プロの方も必要だ

というような部分での駐車場の業務委託、あ

とは記念公演を前にした舞台を切り替えるの

に短時間で切り替えるということで、それな

りに専門のある程度機動性のいい方々で舞台

の装置の設定というようなことから舞台運営

委託、あとは出演者が前日に乗り込むわけで

すけれども、宿泊先とか、あとは移動とか、

そういったものをする上で大型バスの借り上

げということ等々で、今回必要なものを精査

した中で補正させていただいたといった内容

でございます。 

○丹野貞子議長 「今田生活環境企画主幹」 

○今田史明生活環境企画主幹 12ページ、13ペー

ジの定額減税補足給付金事業についてのご質

問になります。 

   まず、この給付金についてのいきさつとか

概要ということになりますけれども、国の経

済において賃金の上昇が物価の上昇に追いつ

いていないというふうな現状があります。そ

ういった中で、2023年に策定された経済対策

がありまして、それに基づいた一連の定額減

税から給付金の流れになります。これまで７

万円とかの給付を行っております。そして、

定額減税の措置も行っておりまして、定額減

税し切れない人が対象になってきまして、そ

の方について今回補正でしています給付金に

ついての給付ということになっております。 
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   対象者については、所得税の定額減税可能

額というのがあります。こちらについては３

万円掛ける減税対象人数ということで、納税

義務者と扶養者を含めた額になりますが、こ

の額が令和６年分の推計所得税額、これは推

計の税額になりますが、それを上回るものが

一つと、あとは個人住民税の所得割額の定額

減税可能額、こちらが住民税のほうは１万円

掛ける減税対象人数ということになりまして、

こちらを上回るものということになってきて

おります。 

   事務的な負担増ということになりますけれ

ども、こちらについて議員おっしゃるように

制度が複雑ということもあります。あと、対

象者についてはいろいろなパターンも考えら

れます。どのぐらいの事務量が増えるかとい

うのはちょっと未知数ではありますが、かな

り事務的な負担も多くなるというようなこと

では考えているところでございます。 

   あと、委託先については、これまで同じよ

うな給付金を行っております。それらについ

てお願いしているところがありますので、そ

ちらのほうにお願いしたいということでは考

えているところです。会計年度ということで

はなくて、これまで行われてきた事業所のほ

うに行いたいなと思っているところです。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 14ページ、15ページ、

２款３項１目の戸籍住民基本台帳費のコンビ

ニ交付の件でございます。 

   初めに、マイナンバーカードがどのような

ものかということですけれども、マイナンバ

ーカードの有効期限は10年となっております

が、電子証明書をつけますと５年間となって

おりますので、電子証明書の切れていないマ

イナンバーカードが必要になるということで

す。また、現金でお支払いしていただきます

ので、口座とのひもづけ等は特に関係ござい

ません。 

   あと、これからコンビニ収納との関わりと

いうことですが、税金のコンビニ収納と思わ

れますが、令和８年度から標準化ということ

になっておりますので、現在のところはまだ

収納はやっていないところでございます。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 24ページ、25ページ、

８款４項２目公園管理費の工事請負費のご質

問にお答えします。 

   こちら管工事ということになっておりまし

て、提案理由の中にも熱中症対策ということ

で、ミスト機能を設置するという工事を予定

しております。 

   また、議員のご質問の中にあったテニスコ

ートの滑りやすいところ、私どもではまだ直

接、今初めて聞いたところですので、確認し

て、もし必要であれば何らかの対処はしたい

と思っております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 最初の公金ステーショ

ンは対応できる税目、住民税、固定資産税ま

ではちょっと聞き取ったんですが、あと同じ

ように一緒に納付書を持ってきて、水道料金

とか下水道料金とかそういったものを持って

くる人がいると思うんですが、どこまで対応

できるかご説明ください。 

   それと、定額減税補足給付金ですね。大変

な仕事を預けられてご苦労さまですけれども、

事務負担増が結構ありそうだということです

が、仕事を頼む側から、国から費用負担の補

塡はあるのかどうかをお答えいただいていな

いので、どのぐらい費用があってそれにちゃ

んと町の足を出さずに、大変な思いをして役

場職員の分なんか出なくて、委託先にお願い

する分ぐらいしか出ないのかどうか、具体的
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数字なんか見えれば教えていただきたいと思

います。 

   それから、コンビニ交付システムはいつ頃

から使えるようになるのかについてお聞きし

たいと思います。 

   公園管理費は分かりました。テニスコート

のままの床面だったのが、バスケットハーフ

コートになったらえらく滑って、楽しく使っ

てはいるんだけれども滑り過ぎるのでちょっ

と危ないなどという声を聞いたもんですから、

対応できればなと思いました。これは分かり

ました。 

   以上、もう一度お聞きします。 

○丹野貞子議長 「軽部会計管理者兼会計課長」 

○軽部昭博会計管理者兼会計課長 公金ステーシ

ョンの対応できる税目ということで、まず町

民税の普通徴収、あと町民税の特別徴収、そ

れから固定資産税、国保税、軽自動車税、介

護保険料、後期高齢者医療保険料で７つ、あ

と督促状については６種類あるので、特徴を

除いた６種目、上下水道も今ちょっと調査中

なんですけれども、上下水道の納付書も読み

込めるようであればそれも取り込みたいとい

うことと、あと、納付書を忘れてきた人が例

えば役場に来て納付書を再発行した場合の納

付書で納めたいというときの納付書も、ＯＣ

Ｒの読み込む部分が違うもんですから、そこ

も含めて全部で15種類の読み込みを今のとこ

ろは考えております。ただ、普通のＡ４の紙

での納付してくださいというのはちょっと今

対応できないということで、それは考えてい

ない。税の納付書全てで15種類ということで

考えております。 

○丹野貞子議長 「今田生活環境企画主幹」 

○今田史明生活環境企画主幹 事務的な部分、あ

とは給付の部分、１億4,000万円ぐらいありま

すけれども、そちらの国の措置ということに

なりますけれども、入のほうで、９ページに

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金と

いうことで交付金措置がなされるということ

で見ておりますので、そちらのほうで措置さ

れるということで思っております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 先ほど申し遅れました。

コンビニで何が取得できるのかということで、

今考えておるのが住民票の謄本と抄本と印鑑

証明書となっております。戸籍はまだ取るこ

とができないことになっております。あと、

いつからかということでありますが、来年度、

令和７年１月稼働を目標としております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 定額減税なんですが、

そもそも変に定額減税にこだわったというい

きさつがあって、最初から給付にすればこん

な面倒くさくなかったのにというので非常に

ご苦労なさっているんですが、どのぐらいの

事務費用ですか、人間の頭数でもいいんです

けれども、どのぐらいの仕事量があると見込

んでいるかについてもう一度お聞きします。

それは間違いなくちゃんと費用補塡されると

安心していいのかどうかお聞きしておきたい

と思います。その１点です。 

○丹野貞子議長 「今田生活環境企画主幹」 

○今田史明生活環境企画主幹 職員のほうでいろ

んなチェックとか必要になってくると思いま

す。あとは、確認書等をお送りしますので、

そちらの封入作業とか、あとは送られてきた

ものを確認して口座情報を入力システムに入

力して、それを決定ということでまた通知す

るというような事務的なものも出てきます。

当然、時間外とかも出てくる可能性もありま

すし、全て職員でするわけではないですけれ

ども、委託というのも考えておりますので、

そういったもろもろも含めた形でこのような
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額になったということで、今のところ交付税

10分の10になるものと考えているところでご

ざいます。 

○丹野貞子議長 以上で７番木村章一議員の質疑

を終わります。 

   次に、「10番林智議員」 

○10番（林智議員） それでは、よろしくお願い

します。 

   10ページ、２款１項３目の中の会計管理費、

この中でＬＥＴ回線使用料というのがありま

すが、当初予算の中で、読み方「バルクス」

と読んでいいんでしょうか、ＶＡＬＵＸサー

ビスということで、これもインターネット中

継によりデータ送受信サービスというものが

ありましたが、これの違い、ＶＡＬＵＸサー

ビスがＬＥＴ回線使用のほうに変わるのかど

うなのか、まず１点お聞きしたいと思います。 

   ２つ目に、12ページ、２款１項５目ＩＴ推

進費ですが、これも当初予算の中でも同じ項

目として165万円ありましたが、どのような点

が変更になったのかお聞きしたいと思います。 

   次に、20ページ、６款１項３目の中の農業

経営支援費の中の元気な地域農業担い手育成

支援事業費補助金というのがありますが、こ

ちらが当初予算で162万2,000円とついていま

したが、この辺の変更の理由というのをお聞

きできればと思います。 

   あわせて、元気な担い手ということで新規

就農と関係あるのかちょっと分からないので

すが、当初予算では新規就農関係の機械支援

補助金等とありましたが、そちらのほうは変

更がないのか、この元気担い手だけの変更に

なるのかお聞きしたいと思います。 

   次に、30ページです。10款５項２目の体育

施設費の中で、機械器具設置工事というのと

視聴覚用品というものがあります。当初予算

でも機械器具設置工事費というのは200万円

ついていたのですが、この増額の理由等々教

えていただきたいと思います。また、視聴覚

用品というのはどのようなものなのかお願い

します。 

   最後に、32ページ、13款１項２目交通安全

対策費の中の修繕費で61万6,000円となって

いますが、こちらも当初で101万2,000円とい

うことで、当初ではカーブミラー等の補修・

新設等々とお聞きしていますが、工事箇所等

増えたのか、また違う関係で増えたのかお聞

きしたいと思います。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「軽部会計管理者兼会計課長」 

○軽部昭博会計管理者兼会計課長 10ページ、11

ページ、２款１項３目の会計管理費の中のＬ

ＴＥ回線使用料ですけれども、先ほど申し上

げましたように今回の公金ステーションをつ

なぐための電話回線ということがＬＴＥ回線

になります。先ほど、ちょっと聞こえたのが

ＶＡＬＵＸという話だったと思うんですけれ

ども、ＶＡＬＵＸというのは役場から各銀行

さんに振り込む、伝票の金額が決まるわけで

すけれども、その金額を振り込むときに回線

を使って振り込むもんですから、それがＶＡ

ＬＵＸという制度を使って振り込んでいると

いう違いになります。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 12ページ、

13ページ、２款１項５目ＩＴ推進費にありま

す社会保障税番号制度システム導入委託料で

ありますけれども、こちらにつきましては全

国の自治体のデータになりますけれども、デ

ータ標準レイアウトというのを国で定めてお

りまして、その項目に毎年のように変更、追

加が生じております。そのために当初予算で

も同じような委託料がのっているんですけれ

ども、このたび補正でお願いしているのは、
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定額減税が実施されることによりましてその

情報のやり取りも出てくるということから、

追加が必要になったためにこのたびの補正予

算で上程しているものであります。 

   以上であります。 

○丹野貞子議長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤晃一農林振興課長併農業委員会事務局長 

20ページ、21ページ、６款１項３目の元気な

地域農業担い手育成支援事業費補助金でござ

います。 

   こちらにつきましては、予算要求の段階で

は当初ドローンを申請するということで予算

化したところでございますけれども、本年度

に入りまして、ドローンではなくてスピード

スプレーヤーを購入するというようなことで

の申請になりましたので、その差額分の補正

ということになります。あと、そのほかの補

助金につきましては現在のところ間に合って

いる状況でございます。 

○丹野貞子議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 30ページ、31ページで、

10款５項２目の体育施設費で、初めに機械器

具設置工事でありますが、昨年度末に町民体

育館の時計が動かなくなりました。ちょっと

修理不可能なところがあって、今動いていな

い状況の中になっています。そこで、先ほど

70周年の記念事業など、９月29日には水谷準

選手を招聘しての卓球イベントなども予定し

ているところでありますので、体育館の器具

を更新するということで、町民体育館のアリ

ーナの時計を更新するものであります。今、

ポイントとか針が直径約２メーターほどにな

っているところなんですが、修理不可能とい

うことで新たに、直径的には小さくなります

けれども、１メーターほどの時計を設置しな

がら対応していきたいというものであります。 

   あと、視聴覚用品についてですが、これも

町民体育館のいわゆるワイヤレスアンテナの

機器等の更新であります。マイクを使ったと

きに、今も使えなくはないんですが、時たま

なんですけれども調子が悪いというようなと

ころがあって、いざというときに、イベント、

大会のときに過去にも使えなくなったという

ようなこともありましたので、こういったマ

イク及びアンテナ等の更新をするものでござ

います。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 32、33ページ、13

款１項２目交通安全対策費の修繕料に関する

お尋ねをいただいたところでございます。 

   議員ご質問のとおり、こちらの科目につき

ましては当初予算でも101万2,000円というこ

とで予算化をさせていただいておりました。

この経費につきましては、３か所のカーブミ

ラー修繕を見込んで当初予算を組ませていた

だいたところでございますが、今回の補正予

算につきましては、さらに追加で急な修繕を

要する箇所が出てきたということでございま

す。具体的に場所を申し上げますと、西里の

中島地区、溝延の４区、同じく８区、こちら

３か所にある既存のカーブミラーを修繕した

いということでの内容になります。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「10番林智議員」 

○10番（林智議員） ありがとうございます。 

   最後に１点だけ確認ということでお聞きし

たいのですが、10ページ、２款１項３目の会

計管理費のＬＥＴ回線とＶＡＬＵＸ回線は用

途が違うということなんですが、同じ回線で

ＬＥＴ回線で銀行さんのネットワークとのつ

ながりはできないということで、新たな回線

ということなのでしょうか。お願いします。 

○丹野貞子議長 「軽部会計管理者兼会計課長」 

○軽部昭博会計管理者兼会計課長 ＬＴＥ回線で

す。（「すみません」の声あり）今回のＬＴ
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Ｅ回線の使用料につきましては、先ほど申し

上げましたように公金ステーションの専用の

回線になりますので、それはそれで、あとＶ

ＡＬＵＸについてはＶＡＬＵＸの各銀行さん

とのやり取りになりますので、それも単体で

結んでいるという状況になります。 

○丹野貞子議長 以上で10番林議員の質疑を終わ

ります。 

   次に、「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） それでは、私から２点

ほどお聞きしたいと思います。 

   26、27ページ、９款１項１目非常備消防費

の中の非常備消防費42万6,000円でお聞きい

たします。宮城県で行われる全国大会、消防

操法大会に消防団員を派遣するための費用と

いうことでお聞きしていますが、派遣の理由

は何かをお聞きします。来年度その消防の大

会が河北町で行われるのか、もしくは近々あ

るための視察ですかね、そういったものの考

えで派遣するのかをお伺いしたいしたいと思

います。 

   もう一点、同じページ、26、27の10款１項

６目ＩＣＴ教育推進費の中の備品購入費

1,409万1,000円ですが、これは電子黒板とい

うことで、どこに何台購入する予定なのかお

伺いしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 予算書26、27ペー

ジ、９款１項１目非常備消防費に関するお尋

ねを頂戴いたしました。 

   町長提案理由にもございましたとおり、議

員にも今触れていただきましたとおり、10月

に全国の消防操法大会が行われるということ

で、これについての派遣に要する費用という

ことで計上させていただいております。理由

として、議員ただいまお尋ねの中で、例えば

来年度以降こういう大会を行う際の参考にす

るためかということでのお尋ねでございまし

たが、今のところそのような予定はございま

せん。 

   今回視察をさせていただく理由としまして、

今回大会が30回大会ということなんですけれ

ども、調べてみますと、全国大会というのが

昭和43年度から開催されておりまして、隔年

開催、２年に一度開催されているようであり

ます。過去の大会は東京、横浜でほとんど開

催される中で、宮城県での開催というのはど

うやら史上初という、東北での開催が史上初

ということで、そもそも隣県においてこうい

った全国トップクラスの操法大会を見られる

機会というのはめったにないと思って調べて

みたんですが、実は今回が初めての機会とい

うことですので、ぜひ消防団幹部と共に視察

をしたいというのが理由になります。今後に

向けて何か大会などを予定しているというこ

とではございません。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 26、27ページ、10款１項

６目ＩＣＴ教育推進費、学校備品、電子黒板

の導入でございます。 

   電子黒板は今回21台を予定しておりまして、

どこの学校にということでありますけれども、

西里小学校に２台、溝延小学校に２台、中部

小学校に４台、谷地南部小学校に３台、あと

は河北中学校に10台の21台でございます。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） ありがとうございます。

ちょっと再質疑させていただきます。 

   まず、非常備消防費の再質疑をさせていた

だきます。これは消防団員の幹部ということ

で、何名くらい派遣される予定なのかをお伺

いします。 

   また、ＩＣＴ教育推進費で再質疑します。

この21台の追加設置というのは、もともと計

画があったものなのか、学校からの新たな要
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望なのか、ほか理由があるのか、改めてお伺

いします。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 26、27ページ、非

常備消防費に関するお尋ねでございます。 

   派遣を予定しております幹部ということで

ありますが、団長含めいわゆる大幹部21名を

予定しているところでございます。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 学校備品、電子黒板につ

いてでありますけれども、もともと全体の計

画がございました。全部で47台ほど整備した

いという考えで進んでおります。これまで26

台を購入あるいはリースで整備してまいりま

したので、残り分の21台を今回購入するとい

うものでございます。 

○丹野貞子議長 「11番奥山英幸議員」 

○11番（奥山英幸議員） 以上、終わります。 

○丹野貞子議長 以上で11番奥山英幸議員の質疑

を終わります。 

   次に、「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） それでは、私から３点

ほどお聞きいたします。 

   13ページ、２款１項６目総務管理費の広報

費ですけれども、先ほどその内容のことを７

番議員がお聞きしたと思うんですけれども、

追加される業務の内容は先ほど説明を受けま

したけれども、これを追加したという意図は

どういうところなのでしょうかということと、

こちらの業務委託先をお願いいたします。 

   それから、21ページ、６款１項８目体験型

滞在施設費、修繕費50万円、こちらの修繕場

所と修繕内容についてお聞きをいたします。 

   それから、25ページ、８款４項２目都市計

画費の都市公園費の管工事142万円、先ほど説

明がありましたミストシャワー工事というこ

とでお伺いしましたけれども、こちらの設置

場所で中央公園を選んだという理由はどのよ

うなことが大きいのでしょうか、まずそちら

をお聞きいたします。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 12ページ、

13ページ、２款１項６目の広報費の町の公式

ＬＩＮＥの機能追加に関連しての質問になり

ますけれども、そもそも町の公式ＬＩＮＥを

なぜ立ち上げたのかというところがあるかと

思いますけれども、ＬＩＮＥの利用者が全国

的にもかなり多い。そういうのがまず一つあ

って、それを使うことによって町の魅力の発

信というか、関係人口の増加とか、そういっ

たところにつなげていこうという狙いがあっ

たわけであります。さらにこの機能を追加す

ることによって、その魅力をさらに高めて関

係人口を増加し、移住などを促すところにつ

なげていければなというところを考えて、こ

のたび機能追加をしようとしたところであり

ます。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 21ページ、６款１項８

目農業体験交流施設費の体験型滞在施設費の

修繕料のご質疑かと存じます。 

   こちらはひなの宿に位置づけされている施

設でございます。当初予算50万円を見込んで

おりましたが、こちらは急破修繕費として50

万円予算を見込んでおりましたが、年度早々

にエアコンが経年劣化によりまして修繕する

ことになりました。こちらで45万円ほど支出

させていただいている状況でございます。今

後を見据えまして急破修繕費として50万円を

追加させていただいたものでございます。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 24、25ページ、８款４

項２目の公園管理費の工事請負費のミストシ

ャワーについて、場所が中央公園を選んだ理
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由ということでお答えします。 

   やはり中央公園は利用者も一番多く、また

ふれあい館という建物の軒先につけようかと

いう計画をしております。やはり建物があっ

たほうがその中にも逃げ込めるし、外からミ

ストを使っている箇所としては一番適当かな

ということで考えまして、そちらに設置する

ことにしております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） 今のミストシャワーの

工事ですけれども、中央公園を選んだ理由を

先ほどお聞きしましたけれども、中央公園は

土曜・日曜の利用者は大変多いかと思います

けれども、ふだんはあまり多いというふうに

は私は認識していないんですけれども、それ

でしたら庁舎のほうが出入りする方なんかは

常時多い人数にカウントできるんではないか

なと思ったりしたんですけれども、やはり場

所の選び方の難しさというのはあると思うん

ですけれども、今回は中央公園を選んだとい

うことですので、それはよしといたしますけ

れども、これからもこういうふうな熱中症対

策の事業としてミストシャワーなんかは増え

てくるのではないかなと思っておりますので、

設置する場所の選定はやはりきちっと根拠の

あるもので選んでいただきたいなと思います

けれども、このミストシャワーですけれども、

どのぐらいの長さのミストシャワーの工事な

のでしょうか。工事内容が分かりましたらお

聞きします。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 両課長からそれぞれ説明させま

す。今回ミストシャワーを選定するに当たっ

て、屋内のスポットクーラーとか、そこの手

当てと、あとクールシェルターの設置８か所

も進めようとします。そのほかに、やはり利

用の多い箇所として一つは児童動物園、役場

はクールシェルターとして土日も開放します。

中で涼んでもらえます。動物園の利用者と中

央公園の利用者、やっぱりここは冷房という

よりはミストシャワーが適切であろうという

ことで、クールシェルターの取組のほかに、

公園利用の多い児童動物園のところと、あと

中央公園のふれあい館、ここの２か所にまず

はしっかり設置して、クールシェルターと公

園利用者の屋外についてはミストシャワーで

対応していくということで、今回先送りする

ことなく今期からミストシャワーはもう対応

したいということで補正に計上させていただ

きました。なので、今回児童動物園のミスト

シャワーと中央公園のミストシャワー２か所

ですので、その内容については両課長から説

明申し上げます。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 中央公園のミストシャ

ワーの工事内容としましては、ふれあい館の

玄関、入り口のところの南側の軒下、約20メ

ーターから25メーターぐらいあるのかなと、

今正確な数字は持ち合わせていませんけれど

も、そちらの軒下に設置するという形で考え

ておるところです。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 23ページ、７款１項４

目観光施設費の動物園費の中の施設備品とい

うことで予算を計上させていただいておりま

す。こちらは動物園の屋外のまずあずまやに

固定で１か所設置する予定でございます。あ

ともう一つは、簡易的なものでございますの

で、移動式のいわゆるアーチ型のミストシャ

ワーを設置する予定でございます。全体で２

か所、移動式でございますので、場所を変え

つつも固定と移動式の１つずつということで

考えております。 

○丹野貞子議長 「14番細矢誓子議員」 

○14番（細矢誓子議員） 分かりました。 
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   やはり、よくニュースとか何かで駅前のと

ころ、通路にずっとミストシャワーがあった

りしてとても涼しげな光景を拝見することが

できますので、やはり熱中症対策としては効

果のあるものであるんだなと認識しておりま

す。 

   先ほどの公式ＬＩＮＥの機能追加業務委託

など、この委託先というのはどちらになって

いるんでしょうか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 ＬＩＮＥ

の機能追加の委託先でありますが、ＬＩＮＥ

をもともとつくっているＬＩＮＥの会社で認

めている会社が複数社あります。その中から

よりよいところを選定したいと考えておりま

す。 

○丹野貞子議長 以上で14番細矢誓子議員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそ

れぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議第39号令和６年度河北町一般会

計第１回補正予算については原案のとおり可

決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第40号令和６年度河北

町水道事業会計第１回補正予算についてを議

題とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそ

れぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議第40号令和６年度河北町水道事

業会計第１回補正予算については原案のとお

り可決しました。 

   議長から申し上げます。 

   間もなく４時になろうとしておりますが、

本日の日程が終了するまで時間を延長したい

と思います。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本日の日程が終了するまで時間を

延長いたします。 

○丹野貞子議長 次に、議第42号河北町町税条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題

とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 議第42号河北町町税条
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例の一部を改正する条例の制定についてご説

明申し上げます。 

   令和６年度の税制改正に伴いまして、地方

税法等の一部を改正する法律等が公布された

ことを受けて、町税条例の一部を改正するも

のであります。 

   第23条の２は、寄附金税額控除について、

公益信託の見直しに伴う所得税法の規定の見

直しに伴う規定の整備であります。 

   第43条の３は、私立学校法の改正に伴う所

要の改正です。 

   附則第２条の４は、条例の性格を踏まえ、

規定を削除するものであります。 

   附則第１条は施行期日を定め、第２条は町

民税に関する経過措置であります。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそ

れぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議第42号河北町町税条例の一部を

改正する条例の制定については原案のとおり

可決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第43号河北町下水道条

例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

    「大泉上下水道課長」 

○大泉正博上下水道課長 議第43号河北町下水道

条例の一部を改正する条例の制定について申

し上げます。 

   この条例は、デジタル原則に照らした規制

の一括見直しプランに伴い、国土交通省で定

める標準下水道条例の一部が改正されたこと

から、所要の条例改正を行うものであります。 

   主な内容は、排水設備指定工事店の指定要

件とされている責任技術者の専属規制を廃止

し、県内における営業所について兼任するこ

とを妨げないとするほか、文言の整理を行う

ものであります。 

   第７条の２は、指定工事店の申請に定める

責任技術者の専属を専任とし、他の営業所の

責任者と兼任している場合の兼務状況の提出

を加えるものであります。 

   第７条の３は、指定の基準に定める責任技

術者について、営業所ごとに責任技術者を選

任していることとするものであります。 

   第７条の４は、見出しを責任技術者とし、

第１項、責任技術者を選任しなければならな

いとするものであります。 

   同条第４項は、他の営業所の兼任を妨げな

いとするものであります。 

   附則として、この条例は令和６年７月１日

から施行するものであります。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 
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   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそ

れぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議第43号河北町下水道条例の一部

を改正する条例の制定については原案のとお

り可決しました。 

○丹野貞子議長 日程第３、議員の派遣について

を議題とします。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   お手元に配付のとおり、議員を派遣するに

賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対

のボタンをそれぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議員の派遣については原案のとお

り派遣することに決定しました。 

   ここで議長から申し上げます。 

   議会運営委員会に協議をお願いする事項が

生じましたので、議会運営委員会の開催をお

願いします。 

   議会運営委員の方は、委員会室にお集まり

くださるようお願いします。 

   議会運営委員会が終了するまでの間、暫時

休憩します。 

     休 憩  午後３時５７分 

     再 開  午後４時０８分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   議長から申し上げます。 

   先ほどの議第39号に係る14番細矢誓子議員

の質疑に対する町長の答弁で訂正したい旨の

申出がありますので、これを許可します。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ミストシャワーに対する質疑の

中で、「クールシェルター」と申し上げまし

たけれども、正しくは「クーリングシェルタ

ー」の間違いでありました。訂正いたします。

失礼しました。 

○丹野貞子議長 新たに議案が提出されましたの

で、議会運営委員会に協議をお願いしました

ところ、本日の議事日程に追加して審議、採

決を行うことになりました。 

   お諮りします。 

   議会運営委員会の決定のとおり、本日の議

事日程に追加し、審議、採決を行うことに異

議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本日の議事日程に追加することに

決定しました。 

   これから追加日程を配付させますので、配

付が終わるまでそのまま休憩します。 

     休 憩  午後４時０９分 

     再 開  午後４時１１分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

○丹野貞子議長 日程第４、閉会中の議会運営に

関する事項及び議長の諮問に関する調査の許

可についてを議題とします。 

   お諮りします。 

   議長から議会運営委員会に、議会運営に関

する事項及び議長の諮問に関する調査をお願

いしたいと思います。 
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   これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本案については議会運営委員会に

付託することに決定しました。 

○丹野貞子議長 追加議事日程第１号に入ります。 

   日程第１、議案の上程を行います。 

   議第４６号 河北町一般会計第２回補正予

算について 

   以上の議案を上程します。 

○丹野貞子議長 日程第２、提案理由の説明を行

います。 

   提案者から提案理由の説明を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 本日、追加でご提案申し上げて

おります議案につきまして、提案理由の説明

を申し上げます。 

   議第46号令和６年度河北町一般会計第２回

補正予算について申し上げます。 

   今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ4,000

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を110億

705万6,000円とするものであります。 

   その内容につきまして、歳出から申し上げ

ます。 

   ７款商工費の観光施設費では、動物園整備

費において、昨今の建設資材や人件費の急激

な上昇を受け、児童動物園のリノベーション

工事に係る費用を増額するものであります。 

   歳入について申し上げます。 

   19款繰入金では、ふるさと応援基金からの

繰入れを事業の歳出額に合わせて増額するも

のであります。 

   追加提案いたしました１議案につきまして、

ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し

上げます。 

○丹野貞子議長 以上で提案理由の説明を終わり

ます。 

○丹野貞子議長 日程第３、議案の審議、採決を

行います。 

   お諮りします。 

   審議の際の議案の朗読は省略したいと思い

ます。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議案の朗読は省略することにしま

す。 

   議第46号令和６年度河北町一般会計第２回

補正予算についてを議題とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （７番の通告あり） 

   確認します。７番木村章一議員、落ちあり

ませんか。 

   それでは、「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 第２回一般会計補正予

算の10ページ、７款１項４目動物園整備費に

ついて質疑します。 

   議員全員協議会などでも説明はいただいて

おりますけれども、改めてお聞きしておきま

す。前回の設計から工事内容を変えないまま

で、20％ですかね、4,000万円ほどの経費を上

積み予算にするということでありますけれど

も、同じ時期に押切地区の排水機場の設計、

それから工事発注などはこういったことがな

くてやれたということがあるのですけれども、

その辺の差についてはどんなふうに理解する

といいのかなと。この工事そのものは早いと

ころ70周年記念事業としてやってもらえれば

とは思うんですが、その差、違いはどこにあ

るか説明をいただければと思います。 

   以上、お聞きします。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 10ページ、11ページ、

７款１項４目観光施設費、動物園整備費、建

築工事4,000万円の増額の補正でございます。 
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   ご質問ございましたとおり4,000万円、当初

予算から見ますと約20％の増額ということの

内容でございます。同じ時期に押切の工事の

入札が行われた、そのときには不調には至ら

なかったということで、今回動物園の建築工

事につきましては、いわゆる建築工事という

こともございまして、押切の工事につきまし

ては土木工事ということでございます。 

   一般的に土木工事につきましては、参考図

書を使った積算を積み上げていくという形で

金額をはじき出すというやり方でございます

が、建築におかれましては、一般図書を活用

した積算基礎を基に行うわけなんですが、一

般的な設計図書で数字が出せないようなもの

につきましては、いわゆる下請工事業者さん

とか、そうしたところから見積書を徴取した

上で積算基礎をつくっていくというような中

身でございます。そうしたこともございまし

て、資材高騰、それから円安の影響、それか

ら人件費の増大といったところが大きな要因

としてこのたびの増額の補正に至った経緯で

ございます。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 土木工事と建築工事の

差が出たのかなということなんですが、例え

ば設計業者の違いによるなんていう、そうい

ったことはないのかどうか、その辺はどのよ

うに見ていますでしょうか。 

○丹野貞子議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 設計業者さんは確かに違う業

者、同じ設計業者さんではございません。先

ほど担当課長が申し上げましたように、工事

が土木と建築ということで、そこにまず大き

な違いがあると。さらには、最も大きい理由

といたしまして、動物園の実施設計の納期が

12月でございます。排水機場は今年の３月で

ございます。そういった時期のずれ、どちら

かといえば３月にもらった実施設計のほうが

今の実勢に近い数字であったのかなと推測さ

れているところでございます。 

○丹野貞子議長 以上で７番木村章一議員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそ

れぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議第46号河北町一般会計第２回補

正予算については原案のとおり可決しました。 

○丹野貞子議長 ここで、町長から発言を求めら

れておりますので、これを許可します。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 閉会に当たりまして、一言お礼

を申し上げます。 

   ６月５日から本日まで慎重にご審議いただ

き、全ての議案につきましてご可決いただき

ましたこと、厚くお礼申し上げます。 

   審議過程でいただきました貴重なご意見に

つきまして、今後の町政執行に十分反映する

よう努力してまいる所存でございます。 

   議員の皆様には、町勢の発展とさらなる住

民福祉の向上のため、今後ともご指導、ご鞭

撻くださいますようお願い申し上げ、お礼の

言葉といたします。誠にありがとうございま

した。 

○丹野貞子議長 以上で本定例会に付議されまし
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た事件は全て議了しました。 

   これをもって令和６年６月河北町議会定例

会を閉会します。 

   大変お疲れさまでした。 

午後４時２１分  閉 会 
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